


  

 

令 和 ６ 年 ２ 月 定 例 会 

 

１ 会  期  ４日間  
 

２ 議事日程 

 

日次 月 日 曜 
開議 

時刻 
議   事 

１ ２月13日 火 10：00 

○開 会 

・令和６年能登半島地震の犠牲者に対する黙禱 

・会期決定 

・諸報告 

・第３号～第 14 号議案 

  上程、提案理由説明、質疑、委員会付託 

・広域連合一般に対する質問 

２ ２月14日 水 － 【常任委員会 議案審査】 

３ ２月15日 木 －  

４ ２月16日 金 10：00 

【議会運営委員会】 

・第３号～第 14 号議案 

  委員長報告、委員長報告の省略、報告に対する質疑、討論、採決 

・議決事件の字句及び数字等の整理 

・会議録署名議員の指名 

○閉 会  
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 ●２月定例会議案等 

 

広域連合長提出議案 

第３号議案 令和６年度佐賀中部広域連合一般会計予算 令和６年２月16日 可決 

第４号議案 令和６年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計予算 令和６年２月16日 可決 

第５号議案 令和６年度佐賀中部広域連合消防特別会計予算 令和６年２月16日 可決 

第６号議案 令和５年度佐賀中部広域連合一般会計補正予算（第２

号） 

令和６年２月16日 可決 

第７号議案 令和５年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計補正予算

（第２号） 

令和６年２月16日 可決 

第８号議案 令和５年度佐賀中部広域連合消防特別会計補正予算（第

３号） 

令和６年２月16日 可決 

第９号議案 佐賀中部広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例の

一部を改正する条例 

令和６年２月16日 可決 

第10号議案 佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査

会条例の一部を改正する条例 

令和６年２月16日 可決 

第11号議案 佐賀中部広域連合職員定数条例の一部を改正する条例 令和６年２月16日 可決 

第12号議案 佐賀中部広域連合手数料条例の一部を改正する条例 令和６年２月16日 可決 

第13号議案 佐賀中部広域連合手数料条例の一部を改正する条例 令和６年２月16日 可決 

第14号議案 佐賀中部広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例 

令和６年２月16日 可決 

 

報告書等 

介護・広域委員会審査報告書 

消防委員会審査報告書 

議決事件の字句及び数字等の整理について 令和６年２月16日 決定 
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一般質問項目表 

○ 一 般 質 問 

佐賀中部広域連合議会 

令和６年２月定例会  

質問順 氏  名 質問方式 質   問   事   項 

１ 野副 芳昭 一問一答 １ 佐賀中部広域連合管内でのＡＥＤ（自動体外式除細動

器）の使用率向上について 

(1) 事故や災害等で心停止した時の対応としてＡＥＤが使

用されるが、設置場所を知らない人が多い。消防局はど

のように捉えているのか 

(2) 市民が使った使用率が少ないがどのような理由が考え

られるか 

(3) 使用率を向上させるための施策をどのように考えてい

るのか 

２ 地域密着型サービスについて 

(1) 夜間対応型訪問介護利用者の普及があっていない状況

をどのように捉えているのか 

(2) 看護小規模多機能型居宅介護の利用率は大きく伸びて

いるが、この結果をどのように捉えているのか 

(3) 今後の在宅生活を支えるサービスとしての地域密着型

サービスの整備について、広域連合の考え方を伺う 

２ 諸泉 定次 一問一答 １ 高齢者虐待防止 

高齢者虐待防止法施行から１８年。主体は市町だが、広

域連合としての対応は 

２ 介護職員等の人材確保 

政府は来年度からの介護職員等の報酬アップを表明。広

域連合としての確認は 

３ 介護施設の避難訓練は 

主体は市町だが、広域連合として把握できているのか 

４ 火災発生場所までの道路が狭い場合、どのような対策を

とっているか 

５ 幼少年消防クラブについて 

防火意識は幼少年期から行うことが効果的。消防局管内

の幼少年消防クラブの現状は 

６ コンプライアンスの研修 

パワハラ、セクハラなどハラスメントの対応と、消防隊

員としてのコンプライアンスの徹底 

３ 山下 明子 一問一答 １ 大規模災害時における佐賀中部広域連合の体制。対応に

ついて 

(1) 職員の体制・役割 

(2) 構成市町との関係 

(3) 介護施設等事業所との関係 

(4) 広域連合としての防災計画およびＢＣＰの策定は 

２ 佐賀消防署西分署の立地場所の問題と今後の対応につい

て 
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議案等質疑項目表 

○  議  案  質  疑 

佐賀中部広域連合議会 

令和６年２月定例会 

質疑順 氏   名 質    疑    事    項 

１ 山 下  明 子 １ 第１０号議案 

佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例の

一部を改正する条例 

 

２ 第４号議案 

令和６年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計予算 

歳出  １款 保険給付費 

      １項 保険給付費 

      １目 介護サービス等諸費 

  地域密着型介護サービス給付費 

 ５，７５０，９７９千円 

 

３ 第４号議案 

令和６年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計予算 

歳出  ２款 地域支援事業費 

    ２項 包括的支援事業・任意事業費 

    ２目 任意事業費 

介護給付等適正化事業 ２４，００７千円 
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令和６年２月13日（火）   午前10時00分～午後０時34分 

出  席  状  況 

議 席 番 号 ・ 議 員 氏 名 ① ② ③ 議 席 番 号 ・ 議 員 氏 名 ① ② ③ 

１．中 島  慶 子 ○ ○ 

－ 

11．江 原  新 子 ○ ○ 

－ 

２．古 賀  公 彦 ○ ○ 12．富 永  明 美 ○ ○ 

３．堤    克 彦 ○ ○ 13．山 田  誠一郎 ○ ○ 

４．諸 泉  定 次 ○ ○ 14．川 副  龍之介 ○ ○ 

５．野 副  芳 昭 ○ ○ 15．重 松    徹 ○ ○ 

６．白 石  昌 利 ○ ○ 16．堤    正 之 ○ ○ 

７．古 川  輝 英 ○ ○ 17．福 井  章 司 ○ ○ 

８．筒 井  佐千生 ○ ○ 18．川原田  裕 明 ○ ○ 

９．中 島  妙 子 ○ ○ 19．黒 田  利 人 ○ ○ 

10．稲 葉  嵩 広 ○ ○ 20．山 下  明 子 ○ ○ 

【凡例】会議時間:①10:00～11:18 ②11:26～12:34 ○:出席 欠:欠席 

 

地方自治法第121条による出席者 

広 域 連 合 長 坂  井  英  隆 副 広 域 連 合 長 横  尾  俊  彦 

副 広 域 連 合 長 江 里 口  秀  次 副 広 域 連 合 長 伊  東  健  吾 

副 広 域 連 合 長 池  田  一  善 広 域 連 合 理 事 平  方  利  郎 

会 計 管 理 者 森    留 美 子 事 務 局 長 宮  崎  直  樹 

消 防 局 長 村  上    正 総務課長兼業務課長 副  島  淳  一 

消防副局長兼総務課長 柿  内  信 一 郎 消防副局長兼警防課長 實  松  孝  明 

認定審査課長兼給付課長 金  子  健  一 予 防 課 長 谷  口  英  也 

情 報 指 令 課 長 砥  川  勇  人 佐 賀 消 防 署 長 川  副  国  博 

 

会議に出席した議会事務局職員 

議 会 事 務 局 長 出  見  秀  人 議 会 事 務 局 参 事 副  島  淳  一 

議会事務局副局長 西  村  侯  二 議 会 事 務 局 書 記 宮  﨑  弘  充 

議 会 事 務 局 書 記 勝  見  伸 太 郎 議 会 事 務 局 書 記 倉  谷    裕 
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本 日 の 案 件 

 

 ●開会 

 ●令和６年能登半島地震の犠牲者に対する黙禱 

 ●会期決定 

 ●諸報告 

 ●以下の議案の上程、提案理由説明、質疑、委員会付託 

  ○第３号議案 令和６年度佐賀中部広域連合一般会計予算 

  ○第４号議案 令和６年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計予算 

  ○第５号議案 令和６年度佐賀中部広域連合消防特別会計予算 

  ○第６号議案 令和５年度佐賀中部広域連合一般会計補正予算（第２号） 

  ○第７号議案 令和５年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  ○第８号議案 令和５年度佐賀中部広域連合消防特別会計補正予算（第３号） 

  ○第９号議案 佐賀中部広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

  ○第10号議案 佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例の一部を改正する条 

         例 

  ○第11号議案 佐賀中部広域連合職員定数条例の一部を改正する条例 

  ○第12号議案 佐賀中部広域連合手数料条例の一部を改正する条例 

  ○第13号議案 佐賀中部広域連合手数料条例の一部を改正する条例 

  ○第14号議案 佐賀中部広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

         する条例 

 ●広域連合一般に対する質問 

氏  名 質 問 事 項 

野 副 芳 昭 １ 佐賀中部広域連合管内でのＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用率向上に

 ついて 

２ 地域密着型サービスについて 

諸 泉 定 次 １ 高齢者虐待防止 

２ 介護職員等の人材確保 

３ 介護施設の避難訓練は 

４ 火災発生場所までの道路が狭い場合、どのような対策をとっているか 

５ 幼少年消防クラブについて 

６ コンプライアンスの研修 

山 下 明 子 １ 大規模災害時における佐賀中部広域連合の体制。対応について 

２ 佐賀消防署西分署の立地場所の問題と今後の対応について 

 

  



佐賀中部広域連合 令和６年２月定例会 ２月13日（火） 
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● 開  会 

◇議長（重松徹議員） 

 おはようございます。ただいまから、令和６年

２月佐賀中部広域連合議会定例会を開会します。 

● 令和６年能登半島地震の犠牲者 

に対する黙禱       

◇議長（重松徹議員） 

 会議に入ります前に、去る１月１日に発生しま

した令和６年能登半島地震により被災され、犠牲

になられた方々に対しまして、謹んで哀悼の意を

表すために、ただいまから黙禱をささげたいと思

います。 

 皆様御起立をお願いいたします。 

 黙禱。 

    〔黙  禱〕 

 お直り、御着席ください。 

 これより本日の会議を開きます。 

● 会期決定 

◇議長（重松徹議員） 

 初めに、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。今定例会の会期は、本日から２

月16日までの４日間としたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、会期は本日から

２月16日までの４日間と決定しました。 

 なお、会期中の議事は、お手元の日程表のとお

り進めます。 

● 諸 報 告 

◇議長（重松徹議員） 

 次に、日程により諸報告を行います。 

 報告の内容は、お手元の報告第１号のとおりで

す。これにより御承知をお願いします。〔諸報告

（33ページ掲載）〕 

● 議案上程 

◇議長（重松徹議員） 

 次に、日程により、第３号から第14号、以上の

議案を一括して議題とします。 

● 提案理由説明 

◇議長（重松徹議員） 

 広域連合長に提案理由の説明を求めます。 

○坂井英隆広域連合長 

 おはようございます。本日、ここに佐賀中部広

域連合議会定例会を招集し、令和６年度の予算案

をはじめとする諸議案の御審議をお願いするに当

たり、その概要を御説明申し上げますが、これに

先立ちまして、新年度に向けての私の所信を申し

述べさせていただきます。 

 本年は、いよいよＳＡＧＡ2024（国スポ・全障

スポ）が開催されます。78年続いた国民体育大会

が、今年から国民スポーツ大会に生まれ変わりま

す。佐賀から始まる新しい大会をまち全体で盛り

上げていきたいと考えております。 

 様々な側面で、活気が出る１年になると考えら

れますので、本広域連合の介護保険、消防業務に

おきましても、取組を活性化させる契機にしたい

と考えております。 

 本広域連合の役割は、高齢者をはじめとした住

民の生活を、より安全に、より暮らしやすくして

いくことであり、その実現に向けて目的をしっか

りと捉え、効果的な施策を実施していくことが必

要だと考えております。 

 これには、議員各位をはじめとして、市町や関

係機関と連携し、また、住民の皆様と協働してい

くことが必要となりますので、より一層の御協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

 それでは、各業務における施策の方針につきま

して申し述べさせていただきます。 

 まず、介護保険事務につきましては、令和６年

度から第９期介護保険事業計画の期間を迎えるこ

とになります。 

 第９期の介護保険の運営につきましては、制度

の持続可能性を維持しながら、高齢者が住み慣れ

た地域で生活することを可能とするための施策に

努めてまいります。 

 そのためには、介護保険制度におけるサービス

だけでなく、いろいろな分野と協働した地域包括

ケアシステムの深化・推進が必要となります。 

 市町の福祉施策と協力・連携していくこと、医

療や福祉の分野と連携していくことが重要であり、

市町とともに地域住民の皆様方と高齢者の生活を

支えていく仕組みづくりに努めてまいります。 
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 この仕組みづくりとして、高齢者の総合相談窓

口である地域包括支援センターの機能の充実を行

い、介護予防事業をはじめとした地域支援事業の

さらなる推進を行ってまいります。 

 また、介護保険給付は、要介護認定者の増加や

サービス利用の頻度が上がっていることなどによ

り、制度が始まってから年々給付費が増加を続け

てきましたが、ここ数年その増加が鈍化しており

ます。 

 一方で、「団塊の世代」全てが後期高齢者とな

る2025年、「団塊ジュニアの世代」が65歳以上と

なる2040年への対応が求められており、今後も高

齢者のサービス利用実態を的確に捉え、適正な介

護サービスの提供を図ってまいります。 

 そのためには、適正な認定調査等を行い、公

平・公正な要介護認定を推進いたします。 

 また、介護サービス事業者の指導・育成を行い、

適正なサービス提供の体制づくりを推進し、これ

らを給付適正化事業として取り組んでまいります。 

 そして、介護保険財政の財源となる介護保険料

ですが、第９期の保険料基準額につきましては、

住民の皆様の生活も厳しい中、何とか第８期と同

額に据え置くことができました。 

 これからも住民の皆様それぞれの状況に応じた

適切な納付につながる公平・公正な賦課収納対策

を行い、保険財政の安定運営に努めてまいります。 

 以上、介護保険事務に係る重点施策を申し述べ

ましたが、次に、消防業務につきまして申し述べ

させていただきます。 

 昨年も、全国各地において記録的な大雨による

河川の氾濫や浸水、土砂崩れ等により甚大な被害

が発生しております。 

 佐賀中部広域連合管内においても、７月の大雨

では大規模な土砂災害が発生したほか、道路冠水

の影響により住民が孤立するなど、管内全域に被

害をもたらしました。 

 また、元日には、最大震度７の大地震が能登半

島を襲い、貴い人命や大切な財産が数多く失われ

ております。 

 このように、いつ、どこで発生してもおかしく

ない自然災害に加え、複雑、多様化する各種災害

から住民の生命、身体、財産を守るため、様々な

災害を想定した訓練や各種研修会への積極的な参

加により、災害対応能力を強化するとともに、防

災拠点となる消防庁舎や消防・救急車両などの施

設整備を計画的に進めることで消防体制の基盤強

化を図ってまいります。 

 まず、火災への対応につきましては、昨年、佐

賀中部広域連合管内における年間の火災件数が初

めて100件を下回りました。これは、これまで当

消防局が取り組んできた予防業務の大きな成果で

あると考えております。 

 今後も、火災予防啓発・広報活動に重点を置い

て、引き続き火災予防対策に取り組んでまいりま

す。 

 一般住宅においては、住宅用火災警報器の設置

率向上に加え、10年を経過した機器の適切な維持

管理について、積極的な働きかけを行ってまいり

ます。 

 また、事業所や不特定多数の方々が利用される

施設などに対し、防火設備の適切な維持管理など、

ハード面における指導はもちろん、防火管理など

のソフト面についても引き続き指導を徹底してま

いります。 

 次に、救急への対応につきましては、佐賀中部

広域連合管内における年間の救急件数は、令和３

年に約１万5,000件であったのに対し、令和４年

には約１万8,000件、令和５年は約１万9,000件と

増加しており、高齢化の進展や夏場の記録的な猛

暑などにより、救急需要は今後ますます増大する

ことが予想されます。 

 このような状況下においても、救命率の低下を

招かないよう、救急現場への到着や活動時間の延

伸を防ぐための施策に取り組んでまいります。 

 また、住民に対しては、救急車の適正利用を呼

びかけるとともに、ＡＥＤの取扱いを含めた救命

講習などにより応急手当の普及啓発を行い、救命

率と社会復帰率の向上を目指します。 

 あわせて、救急救命士の養成や救急研修などを

継続し、救急隊員のレベルアップに努めてまいり

ます。 

 これらの施策により、消防の使命であります住
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民の安全・安心を目的として、消防サービスのさ

らなる向上に努めてまいります。 

 それでは、諸議案の概要につきまして御説明申

し上げます。 

 まず、予算編成につきましては、厳しい財政状

況の中、職員の適正配置、事務の見直し等に努め、

経費の節減等を図っております。 

 第３号議案「一般会計予算」は、介護保険事務、

広域行政に係る事務などに関する経費となってお

り、その予算総額は、約15億7,664万円となって

おります。 

 令和５年度当初予算と比較しますと、約0.6

パーセントの減となっております。 

 歳出予算の主な内容につきましては、第９期の

介護保険事業計画における方向性を実現するため、

必要な体制を構築する経費を措置しております。 

 次に、第４号議案「介護保険特別会計予算」は、

予算総額約326億2,200万円となっており、令和５

年度当初予算と比較しますと、約1.4パーセント

の増となっております。 

 歳出予算につきましては、サービスの需要の見

込みや、それを確保するための施策などを定める

第９期介護保険事業計画に基づき、必要な額を措

置しております。 

 次に、第５号議案「消防特別会計予算」は、予

算総額約52億6,080万円となっており、令和５年

度当初予算と比較しますと、約3.3パーセントの

減となっております。 

 歳出予算につきましては、消防力の強化や防災

基盤の安定化に要する経費の措置を行っておりま

す。 

 次に、令和５年度２月補正予算につきまして御

説明申し上げます。 

 第６号議案「一般会計補正予算（第２号）」は、

補正額約952万円の減で、補正後の額は、16億

2,211万円となっております。 

 その主なものは、第９期の制度改正に伴うシス

テム改修のための経費及び決算見込みに伴う措置

となっております。  

 次に、第７号議案「介護保険特別会計補正予算

（第２号）」は、補正額約４億6,625万円の減で、

補正後の額は、約329億3,934万円となっておりま

す。 

 その主なものは、決算見込みによる保険給付費

及び地域支援事業費の減額を行っております。 

 次に、第８号議案「消防特別会計補正予算（第

３号）」は、補正額1,120万円の減で、補正後の

額は、約55億9,315万円となっております。 

 その主なものは、人事院勧告に伴う不足額の措

置及び決算見込みによる職員手当等の減額を行っ

ております。 

 また、危険物施設設置に伴う設置許可審査業務

の委託費について、繰越明許費の設定を行ってお

ります。 

 以上で予算関係議案の説明を終わりますが、細

部につきましては、予算に関する説明書等により

御検討をいただきたいと存じます。 

 次に、条例等の議案につきまして、御説明申し

上げます。 

 第10号議案「佐賀中部広域連合介護保険及び障

がい支援区分認定審査会条例の一部を改正する条

例」は、令和６年度から令和８年度までの第９期

介護保険事業計画の策定に伴う保険料の改定及び

国の制度改正等に伴い、所要の改正を行うもので

す。 

 第11号議案「佐賀中部広域連合職員定数条例の

一部を改正する条例」は、定年引上げ期間中にお

ける新規採用者数の平準化を図り、消防力を維持

する必要があるため、消防職員の職員定数につい

て所要の改正を行うものです。 

 第14号議案「佐賀中部広域連合会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例」は、人事院等の勧告に鑑み、令和６年

度から会計年度任用職員に勤勉手当を支給するた

め、所要の改正を行うものです。 

 その他の議案につきましては、それぞれ議案の

末尾に提案理由を略記いたしておりますので、そ

れにより御承知をしていただきたいと思います。 

 以上、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

● 議案に対する質疑 

◇議長（重松徹議員） 

 これより、議案に対する質疑を行います。 
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 通告がありますので、発言を許可いたします。 

○山下明子議員 

 おはようございます。佐賀市の山下明子です。

質疑に先立ちまして、１月１日の能登地方の地震

災害に遭われた方に対し、先ほど黙禱も行いまし

たが、犠牲となられた方々に心からの哀悼の意を

申し上げますとともに、被災された皆様にお見舞

いを申し上げます。まだ癒えぬ悲しみや苦難を乗

り越えられ、一日も早く生活やなりわいの再建が

行われますように願うとともに、被災地の救援、

復興支援に取り組まれておられる全ての皆様に敬

意を申し上げ、心を一つにしたいと思います。 

 さて、通告に従って質疑を行います。 

 まず、第10号議案 佐賀中部広域連合介護保険

及び障がい支援区分認定調査会条例の一部を改正

する条例につきまして、第９期の事業計画におけ

る介護保険料の考え方についてお示しください。 

 また、介護保険運営委員会の定数を40名から25

名に減らすという内容がありますが、それに至っ

た経緯についてお示しください。 

 次に、第４号議案 令和６年度佐賀中部広域連

合介護保険特別会計歳入歳出予算の歳出１款保険

給付費、１項保険給付費、１目介護サービス等諸

費のうち、地域密着型介護サービス57億5,097万

5,000円の中で、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護と夜間対応型訪問介護が令和５年度の予算よ

り増えておりますが、その内容についてお示しく

ださい。 

 また、同じく介護保険特別会計予算の歳出２款

地域支援事業費、２項包括的支援事業任意事業費、

２目任意事業費、介護給付費等適正化事業2,400

万7,000円の中で、介護給付費通知事業がゼロと

なっておりますが、ゼロとなった理由についてお

示しください。 

 以上、１回目の質疑といたします。 

○総務課長兼業務課長（副島淳一） 

 最初に、第９期介護保険事業計画の保険料の考

え方についてお答えいたします。 

 第９期の介護保険料を改定するに際しての国の

見直しは、介護保険制度の持続可能性を確保する

観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、第

１号被保険者間での所得再分配機能を強化するこ

とにより、低所得者の保険料上昇の抑制を図る趣

旨のものとなっております。 

 具体的には、保険料の区分を９段階から13段階

へと増やすことで、高所得者層を細分化し、さら

に低所得者層である第１段階から第３段階の保険

料率を下げる見直しとなっております。 

 当連合におきましては、第８期では国の標準段

階より２段階多い11段階としておりましたが、第

９段階では国が示すとおりの13段階の制度とし、

第１段階から第３段階の負担を軽減することとし

ております。 

 なお、実際の保険料基準額につきましては、介

護給付費基金の繰入れにより、第８期と同額に据

え置くこととしております。 

 次に、介護保険運営協議会の委員定数を40人か

ら25人に減らすに至った経緯についてお答えしま

す。 

 介護保険の制度が始まった際の第１期の介護保

険運営協議会の定数は20人としておりました。し

かし、平成17年度の介護保険法の改正により、地

域包括支援センター運営協議会の設置が求められ、

当広域連合では、その役割を介護保険運営協議会

で行うこととし、定数を40人と変更しております。 

 現在の８期までは、この40人に近い委員数で協

議しておりましたが、委員や関係者から、委員が

多いためか活発な議論になっていない、類似の団

体からの委員も複数見られるなどの意見もあり、

また、佐賀県内や九州内の他保険者及び同規模の

広域保険者を調べましたところ、介護保険運営協

議会の定数が30人を超えている保険者はありませ

んでした。 

 これらのことから、昨年９月に行われた介護保

険運営協議会で委員数の見直しを議題としたとこ

ろ、委員の皆様からの異議はなく、承認をいただ

いております。 

 以上でございます。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 初めに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及

び夜間対応型訪問介護の予算についてお答えいた

します。 
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 定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、

令和６年４月に佐賀市内に１事業所の開設を予定

されており、指定事業所の数が２つから３つにな

ることで利用者数の増加が見込まれることから、

令和６年度の予算を増やし、計上しております。 

 夜間対応型訪問介護については、令和６年４月

からの介護報酬改定の影響により、サービスの基

準単価が上がることから令和６年度の予算を増や

し、計上をしております。 

 次に、給付費通知を行わないこととした理由に

ついてお答えいたします。 

 国の定める介護給付適正化事業の主要５事業が

３事業に再編され、この中で介護給付費通知につ

いては、費用対効果が見込みづらいことを理由に

主要３事業からは外れております。また、介護給

付費通知は、不正請求防止に事業の主な目的でし

たが、本広域連合においては、これまでに不正請

求の防止につながった事例はございません。 

 以上のことから、令和６年度は事業を実施しな

いものです。 

 以上でございます。 

○山下明子議員 

 それではまず、条例案に関して質疑を続けます。 

 介護保険料の考え方に関しては、低所得者の負

担軽減と標準所得段階を９段階から最高13段階に

増やすという国の基準に合わせて、当連合の所得

段階も11段階から13段階に増やすということで、

これまで高額所得者の所得段階についてもさらに

細分化すべきだという提起をしていたことへの対

応がなされたと受け止めましたし、国の基準どお

りでは保険料基準額の引上げになるというところ

を基金の取崩しによって据え置きにされたという

ことに関しては了解いたしました。 

 もう一つの介護保険運営委員会の定数に関して

さらにお尋ねいたしますが、第３期から40名とさ

れたということでしたね。その理由、そこから、

それまでずっと今のままでやってきたのが、今回、

第９期で25名に減らすということで、定員は40名

の中で現在は35名だと伺っておりますが、今回、

25名に減らすという理由を整理すべきだと思いま

すが、大人数で意見が出にくいということもあっ

たということですけれども、それだったらば、小

委員会を設けての対応もできたのではないかと思

いますけれども、その辺はどう整理されているの

かということですね。 

 それから、第３期で増員したことで、委員が所

属される分野も広がっていたと思うわけですが、

今回25名に減らすことで幅広い分野からの意見の

反映という点ではどのように考えられるのか、お

答えください。 

○総務課長兼業務課長（副島淳一） 

 介護保険運営協議会の委員につきましては、佐

賀中部広域連合介護保険規則におきまして、指定

居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体

の代表者、利用者又は被保険者、地域住民の権利

擁護を行い、または相談に応ずる団体等の代表者、

地域における保健、医療又は福祉に関する学識経

験を有する者、以上の方々を広域連合長が任命す

ると規定しております。 

 平成17年の介護保険法の改正により、第３期か

らの介護保険運営協議会を協議する内容が地域包

括支援センター運営協議会分が増加したことから

委員数を増員しましたが、規則で定める分野ごと

の委員数が多く、総括で述べたような、なかなか

意見が活発にならないんじゃないかというような

意見、もしくは、その分野ごとの人数が多いん

じゃないかというような意見が出ております。 

 第９期からの介護保険運営協議会の委員数を減

らすことになりますが、規則で定める分野からの

変更はございませんので、この規則で定めている

分野からバランスよく委嘱したいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○山下明子議員 

 規則で定めた分野というのは、今言われたとお

りなんですが、地域包括支援に関して第３期でそ

こに必要な人たちを増やしたと。地域包括支援の

協議会が別に必要だったけれども、そこを兼ねる

ためにそこで増やしたということになるわけなの

で、当然、その分野というのが、ここで出された

規則の分野に必ずしもどう含まれるのかなという

ところもちょっと気になるところではあるわけで
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すね。ですから、今回25名に減らされた場合に、

本当に幅広いところからきちんと入っていくのか

どうかというのが大変気になるわけですが、今回

の条例案では大枠の定数を25名にするということ

で、どこからどのように選んでいくのかというこ

とに関しては、これはここの議会ではなく、運営

委員会、運営協議会の中で話し合われて決めてい

くということで、そこの声がきちんと入っていく

ということでよろしいでしょうか。 

○総務課長兼業務課長（副島淳一） 

 今年、来月、令和６年３月に開かれる介護保険

運営協議会において、第９期の委員について議題

とし、分野ごとの人選を示し、承認いただく予定

としております。議員おっしゃるような、先ほど

規則のところで説明した各分野、こちらのところ

からバランスよく分配するようにした案について

は、１度お示ししておりますので、今回お示しす

る分については、それをさらに具体的なものとし

たものとして了承いただきたいというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○山下明子議員 

 条例に関しては分かりました。 

 それでは、予算議案に関してですが、まず、介

護給付費の通知が廃止となった理由に関しては了

解いたしました。これも本当に効果があるのかと

いうことを時折指摘したりしていた中で、やっぱ

り効果がなかったということで国としても廃止に

至ることになったのかなというふうにちょっと受

け止めましたけれども、それで、定期巡回・随時

対応型訪問介護看護のほうなんですが、ここの事

業所がサービスを行うエリアは結局どうなるのか、

また、事業所が新しくできることで広域圏内のど

こまでのエリアが網羅できるのかということにつ

いてお示しください。 

 なお、勉強会のとき、この議会前に配付された

資料によりますと、この夜間対応型訪問介護のほ

うは、令和５年度の279万3,000円の予算計上と

なっていて、今回またそれをさらに単価が増えた

ということで増額になっているわけですが、その

一方で、令和３年度、令和４年度での決算額がゼ

ロとなっております。そこら辺、この実績がこの

事業に関してない理由というのは、どうなってい

たのかということに関しても、ちょっと御説明を

お願いいたします。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 初めに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に

関する質疑についてお答えいたします。 

 まず、事業所の所在を日常生活圏域で申し上げ

ますと、現在は城西に１事業所、小城北に１事業

所があり、令和６年４月には城南に１事業所が開

設予定です。 

 また、事業所がサービスを提供するエリアにつ

きましては、事業所から提出される運営規定によ

りますと、佐賀市全域及び小城市全域と多久市東

多久町となっております。 

 次に、夜間対応型訪問介護の利用実績がないと

いう理由についてお答えいたします。 

 夜間対応型訪問介護は、夜間だけ行う夜間専用

で、訪問介護サービスを行うものです。 

 一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、

24時間体制で訪問介護と訪問看護のサービスを行

うものとなっております。 

 利用者にとりましては、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護のほうが利用しやすいため、実績が

増加し、夜間対応型訪問介護の実績がない状況に

あると考えております。 

 以上でございます。 

○山下明子議員 

 そうしますと、まず、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護のサービスエリアは、事業所の運営規

定ではサービスエリアが佐賀市と小城市の全域と

多久市の東多久町だけということになっておりま

して、多久市のほかの地域ですとか、あるいは、

神埼、吉野ヶ里など、東部地域に及ばない状態と

なっております。 

 連合長は、この議案の提案説明の中で、高齢者

が住み慣れた地域で生活することを可能とする施

策に努めるというふうにお述べになりました。こ

の24時間対応のサービスというのは、まさに地域

で介護も続けられるという意味では、利用者と家

族にとっての切実なもので、非常に待たれていな
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がら何年もかかってようやくこの状態ということ

にあります。どの構成市町にも中山間地域など、

いわゆる採算の取れにくいエリアがありまして、

事業者任せでは全域にサービスを行き渡らせるこ

とがなかなか進まないという点で、今回増額とは

なっていますが、事業所が１個増えた、それでも

やっぱり佐賀市内という中で、連合としてはこう

した事態をどのように打開しようと考えておられ

るのか、最後に伺います。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス

が行われていないエリアにつきましては、サービ

スが十分行き届いていくように、第９期の介護保

険事業計画におきまして、重点的に整備をするこ

とにいたしております。 

 以上でございます。 

○山下明子議員 

 もう３回になりましたので終わります。 

◇議長（重松徹議員） 

 以上で、議案に対する質疑を終わります。 

● 議案の委員会付託 

◇議長（重松徹議員） 

 次に、日程により、議案の委員会付託を行いま

す。 

 第３号から第14号、以上の議案については、お

手元の委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管

の常任委員会に付託します。〔委員会付託区分表

（33ページ掲載）〕 

● 広域連合一般に対する質問 

◇議長（重松徹議員） 

 次に、日程により、広域連合一般に対する質問

を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許可します。 

○野副芳昭議員 

 皆さんおはようございます。一般質問に入る前

に、最初、議長のほうからもお話がありましたよ

うに、石川県能登半島における災害で、亡くなら

れた方の御冥福をお祈りいたしますとともに、被

害に遭われた方のお見舞いを申し上げますととも

に、一日も早い復旧・復興をお願いしたいという

ふうに思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、一般質問に入りたいというふうに思

います。 

 順番１番、神埼市の野副です。通告していまし

た２事項について質問いたします。 

 まずは、佐賀中部広域連合管内でのＡＥＤ（自

動体外式除細動器）の使用率向上について質問し

ます。 

 心肺停止した人の命を救うＡＥＤの設置が各地

で進んでいますが、一方では、使用率が低迷して

いるという結果が出ています。人前で倒れた人に

使われたケースは、全国的にはここ数年、４ない

し５％にとどまっているという結果が出ています。 

 ＡＥＤは、2004年に一般の使用が認められて以

降、販売台数は右肩上がりで伸び、2021年までの

累計販売数は118万台で、７年の耐用年数を超え

たものを差し引いた67万台が現在、全国各地に設

置されていると推計されています。 

 設置が進む一方、使用率が低迷していると言わ

れ、その理由の一つに、設置場所を知らない人が

多いという新聞報道もあっています。 

 そのような中、佐賀中部広域連合管内でも、事

故や災害等で心肺停止したときの対応として、救

急隊到着前にＡＥＤが使用されるケースもありま

すが、佐賀中部広域連合消防局管内における救急

時にＡＥＤを使用される方のＡＥＤの設置場所の

認知度をどのように捉えてあるのか、お尋ねしま

す。 

 また、ＡＥＤがあっても、それを使用できる方

は少なく、総務省消防庁によると、2021年に人前

で心肺停止した２万6,500人のうち、市民が使っ

たケースは僅か4.1％、1,096人だったそうであり

ます。 

 そこで、令和５年度の佐賀中部広域連合消防局

管内での救急隊到着前の使用率を伺ったところ、

心肺停止状態で搬送した384人のうち、48人の人

にＡＥＤを装着しておられ、その使用率は約13％

とのことでした。 

 総務省消防庁の4.1％に対して使用率は多くは

なっていますが、その結果をどのように捉えてあ

るのか、お尋ねいたします。 
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 以上のようなことを踏まえ、佐賀中部広域連合

消防局では、今後、心肺停止の状態の方に対して、

心肺蘇生とともにＡＥＤ使用率の向上をするため

の施策をどのように考えておられるのか、お尋ね

します。 

 次に、地域密着型サービスについて質問します。 

 地域密着型サービスとは、介護保険べんり帳の

中に、住み慣れた地域での生活を続けるために、

地域の特性に応じたサービスが受けられると記載

されております。原則として、ほかの介護保険者、

佐賀中部広域連合管内以外の方のサービスは受け

られないとも明記されております。 

 すなわち、住み慣れた地域で利用する介護保険

サービスであります。介護保険サービスには、居

宅サービスと施設サービスがあり、自宅でサービ

スを受けるときは居宅サービス、施設で介護を受

けるときは施設介護サービスで、地域密着型サー

ビスは、居宅サービスと施設介護サービスを含む

地域限定のサービスになっています。 

 地域密着型サービスを受けられるのは、その地

域に住所がある方で、原則65歳以上の要介護認定

を受けておられる方が対象となります。介護施設

により受けられるサービスが異なり、地域密着型

サービスは地域の実績に合わせ、佐賀中部広域連

合では８つのサービスがあります。 

 今回、８つのサービスの中で、夜間対応型訪問

介護、先ほど議案質疑の中で山下議員のほうから

も言われました、その夜間対応型訪問介護と、看

護小規模多機能型居宅介護について質問をいたし

ます。 

 夜間対応型訪問介護は、夜間の身体に対応する

サービスであり、独り暮らしの方や、家族と同居

する家庭も介護サービスを利用できることができ、

毎日生活の中で、夜間に家族が必要な人向けに

なっています。 

 例えば、夜間におむつ交換が必要な方、寝返り

介助が必要な方や、家族が介護する場合でもサー

ビスが受けられ、家族の負担軽減にも利用ができ

ます。また、老々介護で体力面の心配があるとき

にも向いていると言われています。 

 そのような内容の中で、令和３年度と令和４年

度の利用実績がない状況であるのに、例年予算計

上がされています。おむつ交換や、寝返りができ

ない人や、家族の負担軽減にもつながり、老々介

護の体力の心配解消にもつながり、夜間対応型訪

問介護の利用率がゼロという状況を中部広域連合

はどのように捉えてあるのか、お伺いします。 

 次に、看護小規模多機能型居宅介護についてで

あります。 

 看護小規模多機能型居宅介護複合サービスは、

小規模多機能型居宅介護に看護がついたサービス

で、同じ施設を利用しながら、通所、泊まり、訪

問の３つのサービスが受けられ、施設には看護師

が配備されているため、医療行為が必要な方に向

いていますが、要支援の方はサービス対象外に

なっています。 

 例えば、想定される医療行為として、医師の指

示の下、医療やたんの吸引の管理、褥瘡によるケ

アなどがあり、持病がある方が居宅で血管値測定

が必要なケースも看護師による対応が可能であり

ます。 

 この看護小規模多機能型居宅サービスは、夜間

対応型訪問介護に比べ、令和３年度に比べ、令和

４年度の利用率が約187％と大きく伸びています。

それだけ需要が多いということにつながると思わ

れます。令和５年度もこれに応じた予算計上がさ

れていました。 

 この利用実績の結果を踏まえ、中部広域連合は

どのように捉えているのか、お尋ねいたします。 

 以上、質問しますが、答弁の内容によっては質

問席にて再質問をいたします。 

○消防副局長兼警防課長（實松孝明） 

 ＡＥＤの設置に関しましては、本局が毎月４回

実施している救命講習や、事業所、学校などから

要望があった場合に職員が出向いて実施している

救命講習の受講者に対して、日本救急医療財団や

日本ＡＥＤ財団が作成したＡＥＤマップやアプリ

などの案内を行っており、本局ホームページにも

掲載しております。 

 現在では、空港、駅、催し物ホール、デパート、

公共施設や民間企業など、いろいろな場所にＡＥＤ

が設置されていますが、設置場所を知らない人も
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多いと思います。 

 次に、ＡＥＤの使用率ですが、ここでいう使用

率とは、搬送した心肺停止傷病者のうち、現場に

居合わせた人、いわゆるバイスタンダーがＡＥＤ

を装着し、心電図の解析まで実施した割合のこと

を指しますが、これは13％となっており、決して

高いとは言えません。 

 この背景には、ＡＥＤが近くにないような住宅

で発生した心肺停止が約60％あるということが考

えられます。 

 現在、本局ではＡＥＤ使用率の向上に向け、主

に次の４つの救命講習を行っております。 

 １つ目が定期講習です。 

 これは、主に地域住民を対象とした、誰でも参

加できる救命講習で、月４回実施しております。 

 ２つ目が、希望する事業者、または団体への救

命講習で、こちらから出向いて実施しております。 

 ３つ目が、応急手当普及員講習です。これは、

救命講習の普及員を養成するための講習となって

おります。普及員とは、所属する事業所や防災組

織等において、救命講習の指導ができる人のこと

です。 

 ４つ目は、救マーク講習です。これは、不特定

多数の方が利用する宿泊施設や店舗等の事業者を

対象とした救命講習で、この講習を受講し、認定

された事業所は救マークの表示をすることができ

るようになります。 

 これら４つの救命講習全てにおいて、ＡＥＤの

使用方法の指導を行っております。 

 今後も継続して、これら４つの救命講習を行い、

受講者数を増やすことでＡＥＤの使用率向上につ

なげていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 初めに、夜間対応型訪問介護の予算についてお

答えいたします。 

 夜間対応型訪問介護については、令和３年度、

令和４年度ともに利用実績はございませんが、

サービスを提供する指定事業所が２か所あるため、

サービス利用に備えまして、例年予算を計上して

おります。 

 次に、看護小規模多機能型居宅介護の実績の伸

びについてお答えいたします。 

 令和３年度では、サービスを提供する指定事業

所が２事業所だけであったものが、令和４年３月

に新たに１事業所が開設し、３事業所となったこ

とで、実績が大幅に増加することとなったもので

す。 

 以上でございます。 

○野副芳昭議員 

 それでは、再質問をしたいというふうに思いま

す。 

 まず、ＡＥＤの質問なんですが、その中で、設

置場所についてなんですけど、答弁の中で、設置

場所を周知する応急手当講習時に、受講者に対し

て設置場所の確認方法やホームページで周知され

ているというふうな答弁がされました。 

 一般的には、講習会を受講されてある方よりも、

受講していない人のほうが多いというふうに私は

認識しているんですね。高齢者、もしくは、アプ

リ等が不慣れな方におかれましては、設置場所を

知っておられる認知数は限られてくるというふう

に思うんですが、設置場所の把握ができている学

校、公共施設や企業においては、すぐにでも用意

はできるというふうに思われますが、一般の人が

目の前で倒れられたときに、まず119番を通報さ

れるというふうに思います。心肺蘇生をされたり、

他の人がＡＥＤ装置の準備をして使うのが一般的

でありますが、このＡＥＤの設置場所を知らない

人が119番通報した場合、設置場所の対応が必要

というふうに思われます。設置場所がどこにある

のか知らない人に対してですね。 

 一般の人への設置場所への対応について、消防

局はどのように考えておられるのか、お尋ねしま

す。 

○消防副局長兼警防課長（實松孝明） 

 先ほど紹介しましたＡＥＤマップやアプリの利

用が困難な方たちに対しては、119番通報時に受

信した職員がＡＥＤが必要と判断した通報に対し

て、指令システムの地図やＡＥＤマップを使用し、

ＡＥＤが近くにある場合は設置場所を通報者に教

えております。 
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 以上でございます。 

○野副芳昭議員 

 それによって、ＡＥＤの場所がある程度分かる

というふうなことが理解できると思うんですね。

それと同時に、今度はそれを使わなくてはいけま

せん。そのときに、今度は使用率のことになると

いうふうに思いますが、佐賀中部広域連合消防局

でのＡＥＤの使用率は、令和３年度が11％、令和

４年度が10％、そして、先ほど申しました令和５

年度が13％と、少しずつではありますが増えてい

ます。一つの例がありますけれども、ＡＥＤを

使って生徒が先生を救命したというふうな見出し

で新聞に掲載されていましたので、紹介したいと

いうふうに思います。 

 学校では、生徒にＡＥＤの設置場所を覚えても

らい、人が倒れたことを想定した授業を行ってい

たことが先生の命を救っています。 

 それは、ある中学校で、バスケットボール部顧

問をしていた30歳代の男性教諭が体育館で倒れ、

バスケットボール部員はすぐに心臓マッサージを

始め、別の生徒は校内にあるＡＥＤを取りに走り

ました。祝日でほかに教員はいませんでした。３

分後、生徒が教諭の体に電極パッドを貼り付けて

ボタンを押すと、体が大きく浮き上がった。病院

に搬送された教諭は意識を取り戻し、１か月もた

たずに復帰することができたというふうなことが

書いてあります。 

 今は全国の学校現場でＡＥＤが浸透し、全国の

ほとんどの小、中、高などに設置されて、中学と

高校では学習指導要領に心肺蘇生法の実習が盛り

込まれ、生徒は使い方も学ぶ学校もあります。生

徒が先生を助けた例でも、この使い方の知識がな

かったなら、生徒はきっと立ち尽くしていただけ

だったと思うと話しています。 

 ＡＥＤは、登壇でも申し上げましたが、2004年

に一般の使用が認められて以降、販売台数が右肩

上がりで伸びていますが、使用率は伸び悩んでい

ます。佐賀中部広域連合消防局において、現在、

ＡＥＤの使用率は13％でありますが、今後この

13％以上の使用率向上のための施策を期待したい

というふうに思いますが、そのお考えをお尋ねい

たします。 

○消防副局長兼警防課長（實松孝明） 

 ＡＥＤの使用率を上げるためには、ＡＥＤが近

くにあっても使えなかったケースをなくし、全て

のバイスタンダーが心肺停止傷病者に対してＡＥＤ

を使用できるようにしていきたいと考えておりま

す。 

 繰り返しになりますが、救命講習の受講者を増

やすことが使用率向上につながると考えます。ま

た、現在、119番通報を受信した職員が、ＡＥＤ

の使い方が分からない通報者に対し、使用方法を

電話口で分かりやすく伝えるなどしてサポートも

行っており、この効果も出ているため、引き続き

積極的に取り組んでまいります。 

 今後、さらに動画なども活用し、ＡＥＤの操作

は難しくないという広報も行い、使用率向上につ

なげていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○野副芳昭議員 

 このＡＥＤは、やっぱり使うためには特に勇気

が要ると思うんですね。それで、やはり勇気が要

る、また、それを使うためには自信もなからんと、

これを使うというふうなことができないというふ

うに思いますので、今おっしゃられたことを十分

考えてもらって、ＡＥＤの使用率向上に努めても

らいたいというふうに思います。 

 まとめになりますが、救急救命処置による救命

率を向上させるためには、初期の動作が大切であ

るというふうに認識しております。消防署の役割

として、消火、水防活動、災害対策、予防、広報

などを含め、様々な分野で業務を行っておられる

ことに関しては感謝したいというふうに思ってお

ります。突然、重篤な傷病者や、救急搬送が必要

な傷病者を病院などの医療機関に迅速に搬送す

るのが救急車の役割でもあり、そのような中で、

救命救急処置による処置の対象となる患者が心肺

停止状態で心肺蘇生や心肺停止した人の命を救う

ＡＥＤの救急救命処置が行えるようになってから

は、傷病者の救命率は飛躍的に向上しているとい

うふうにも言われております。 

 答弁でもありましたように、消防署や日本赤十
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字社においては、その自治体に住む住民を対象と

した救命救急講習会を行っておられます。特に、

佐賀中部広域連合消防局内では毎月４回、住民に

対する応急手当普及啓発活動を行っておられ、普

通救命講習１、３時間コースの実施状況を件数で

申し上げますと、これも消防局から聞いたんです

が、令和元年、72件の参加数63人、令和２年、４

件の67人、令和３年、53件の697人、令和４年、

53件の694人、令和５年は60件の870人というよう

に、年々増加をして向上しております。地域住民

の応急手当や救命に関する高まりの結果だとい

うふうに思っております。今後ともＡＥＤ使用率

向上のため御尽力していただくことを期待して、

ＡＥＤに関する質問を終わります。 

 続きまして、地域密着型サービスの再質問を行

いたいというふうに思います。 

 地域密着型サービスは、一般的な介護サービス

に比べると小規模の施設が多く、小規模の施設は

スタッフが変わらないメリットがあり、いつも顔

なじみのスタッフに介護をしてもらい、介護を受

ける人も家族も安心であるというふうな結果が出

ております。特に高齢者のお宅に通う方法で、家

族の同居でも家族の安心や休息を得るためのサー

ビス内容があるのに、利用があっていません。利

用実績があっていないのに指定事業者があるため

に、利用に備えて予算を計上しているというふう

な答弁もありました。なぜ利用がないのか、その

理由を考えていかないと、この事業者があるだけ

では有効利用が生かされないというふうに思いま

す。 

 ましてや、夜間対応型訪問介護事業は、利用者

がいなくても、いつサービスの依頼ができるかも

しれない状況があっても、職員は配置しておかな

ければなりません。 

 事業者は、利用者がいなければ採算が取れない

というふうに思うんですが、そこら辺はどういう

ふうなお考えなんですか。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 本広域連合の管内では、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の指定事業者が夜間対応型訪問介護

の指定も受け、夜間のみのサービスを提供してお

ります。 

 夜間対応型訪問介護は、夜間専用で訪問介護を

行うものです。 

 一方、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、

24時間体制で訪問介護と訪問看護のサービスを行

うものとなっております。 

 利用者にとっては、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護のほうが利用しやすいために実績が増加

し、夜間対応型訪問介護の実績がない状況にある

と考えております。 

 このようなことから、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護が指定事業者の収益のベースになって

いるのではないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○野副芳昭議員 

 今の答弁においては、24時間対応の分と夜間対

応型のところと同じ事業者がおられるというふう

なことで、その職員の方に関しては、別に不安を

感じることはないというふうなことで、どっちか

利用できることに関しては一緒ですよというよう

な形の答弁だというふうに思います。 

 ただ、やはり先ほども言いましたように、夜間

対応型は、24時間というよりも寝返りとかおむつ

交換とか、そういうようなところで一番大切なと

ころだと思うんですね。そこら辺をもうちょっと、

何で利用ができないのかというところを突き詰め

ていかんと、このゼロがある、事業者があるから

予算を立てるというふうなことだけでは、やっぱ

り今後のこのサービスの向上にはつながらないん

じゃないかなというふうに私は思うんですね。だ

から、そこら辺をもっとケアマネジャーとか、課

内でももう少し検討をされながら、これをどうし

ようかというふうな検討も今後はされていく必要

があるというふうに思います。 

 介護保険というのは、事業者があっての介護保

険という観点も踏まえていただきたいというふう

に思うんですね。夜間対応型訪問介護の在り方も

重要なサービスでありますので、今言いましたよ

うに、今後の課題としてしっかり捉えていっても

らいたいというふうに思います。 

 それと、夜間対応型訪問介護の利用実績がない
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ことに関連があるかどうかは、ちょっと私も分か

りませんが、この介護保険べんり帳なんですけれ

ども、この中で、夜間対応型訪問介護の目的が掲

載されております。内容は、夜間でも安心して在

宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる

夜間専用の訪問介護サービスですと、説明されて

あるのはそれだけです。このこと自体が間違って

いるとは言いませんけれども、もう少し介護され

る方、高齢者の方にも分かりやすく、親切に書か

れたほうがいいんじゃないかなというふうに思い

ました。 

 登壇でも述べましたけれども、夜間におむつ交

換が必要な方、寝返り介助が必要な方や、家族が

介護する場合でもサービスが受けられます、家族

の負担軽減にも利用ができます、また、老々介護

で体力面の心配があるときにも向いていますよと

か、具体的に書かれたほうが、このサービス内容

がもっと分かりやすくなるんじゃないかなという

ふうに私は思いましたので、ぜひこの件も検討し

ていただきたいというふうに思います。 

 次に、看護小規模多機能型居宅介護について質

問します。 

 小規模多機能型居宅介護は、看護がついていな

い普通の小規模多機能型居宅介護ですけれども、

自宅で過ごす人のためのサービスであるというよ

うなことは認識されてあるというふうに思います。 

 サービス内容は、通所、泊まり、訪問と３つに

分けられていますが、それぞれ同じ施設を利用し

ながら介護が必要になっても自宅で支援するサー

ビスということで、例えば、ほかの場所に移りた

くない、施設に入所したくない人に向いていると

いうふうに言われています。自宅で過ごすことを

希望しても、日々の状況により必要な介護サービ

スは異なってまいります。認知症状が一時的に悪

化したときや、家族の休息が必要なときは、短期

入所で対応が可能になります。 

 このようなサービスに、登壇でも申し上げまし

たように、医療行為の看護が必要な人のために、

看護小規模多機能型居宅介護があるというふうに

思います。 

 看護小規模多機能型居宅介護の訪問介護サービ

スにおける介護保険とかかりつけ医の病院が在宅

医療の一環として訪問診察や訪問看護を行ってい

る医療機関との関わりは、どういう切り分けに

なっているのか、お尋ねいたします。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 介護保険と医療保険は、同様のサービスを二重

に受けることができないということになっており、

介護保険の認定を受けている方については、医療

保険のサービスよりも介護保険のサービスを優先

して利用するよう国が定めております。 

 ただし、介護保険の認定を受け、看護小規模多

機能型居宅介護を利用されている方でも例外とい

たしまして、末期がん等、厚生労働省が定めた20

種類の疾病などの方、医師が医療保険での訪問看

護の利用を認めた方、医療保険の精神科訪問看護

を受けておられる方に限りましては、医療保険の

訪問介護サービスを受けることができます。 

 以上でございます。 

○野副芳昭議員 

 医療と介護の区分けというようなことは理解で

きました。 

 最後になりますが、今後の在宅生活を支える

サービスとして、地域密着型サービスの整備につ

いて、広域連合の考え方を伺いたいというふうに

思います。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 お答えいたします。 

 令和６年度から第９期介護保険事業計画期間中

におきましても、中・重度の要介護者の在宅生活

などを支えるため、圏域全体の調整を図りながら

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機

能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など

の地域密着型サービスの整備を進め、さらなる普

及に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○野副芳昭議員 

 この介護という仕事は、今社会的にも問題に

なっておる人手不足という問題が出てくるという

ふうに思うんですね。この看護小規模多機能型居

宅介護については、利用率も上がっています。そ

れに伴って、人手不足というふうなことも今後は
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考えていかなくてはならない問題が出てくるとい

うふうに思います。 

 この人手不足のために、やはり法律が決めてい

ることに法を犯すような事業所も出てくる可能性

もあるわけですね。人手不足のためにですね。そ

こら辺がないようなことをしっかり指導していた

だきながら、利用者も事業者も両方が安心してこ

の地域密着型のサービスを利用できるような方法、

体制を取っていってもらいたいというふうに思い

ます。 

 事業者がなければ、利用者はそのサービスを受

けることができなくなりますので、そこら辺を含

めてしっかり連携していってもらいたいというふ

うに思います。事業所にも注意をするだけじゃな

くて、方法等、いろんなことで考えていってもら

いながら行っていただきたいというふうに思いま

す。 

 最後になりますが、先ほど課長のほうからも言

われましたけれども、佐賀中部広域連合における

第９期の事業計画の中で述べておられます。この

冊子の中で、これもしっかり読ませていただきま

した。在宅を支えるサービスの整備についてとい

う見出しです。地域密着型サービスの利用につい

て、重度の要介護者や医療ニーズの高い中度の要

介護者の在宅生活などを支援するため、高齢者の

日常生活全般を毎日、複数回の柔軟なサービス適

用により支えることが可能なサービスのさらなる

普及を推進しますということですね。 

 それと同時に、また、佐賀中部広域連合では、

地域資源を十分に活用しながら、佐賀中部広域連

合の圏域全体で高齢者の生活を支えるため、地域

密着型サービスについては、圏域全体の調整を図

り、日常生活圏域を越えて利用できることをする。

さらに、事業所指定についても、地域密着型サー

ビスの日常生活圏を越えた利用を可能とするため、

基盤整備については圏域全体の調整を図り、事業

者については、公平・公正を期するために広く募

集を行うことを原則として指定を行うとうたって

あります。ぜひともこの文言に沿って着実に実行

していただくことを期待して質問を終わります。 

◇議長（重松徹議員） 

 ここでしばらく休憩します。会議は11時25分に

再開します。 

午前11時18分 休 憩   

 

午前11時26分 再 開   

◇議長（重松徹議員） 

 休憩前に続き会議を開きます。 

 広域連合一般に対する質問を続けます。 

○諸泉定次議員 

 小城市の諸泉定次であります。私も元旦に起

こった能登半島地震で亡くなられた方にお悔やみ

と被害に遭われた方の一刻も早い復旧・復興を願

うばかりであります。 

 それでは早速、質問を行います。 

 まず初めは、高齢者虐待防止についてでありま

す。 

 この法律が施行されて18年が経過しています。

これまで改善されてきたとはいえ、いまだに高齢

者虐待はなかなかなくなりません。高齢者虐待は

５種類に分類され、１つは身体的虐待、２つ目に

介護・世話の放棄・放任、ネグレクトですね。そ

れから３つ目に心理的虐待、４つ目に性的虐待、

５つ目に経済的虐待となっており、主体的には市

町が対応を行います。また、高齢者虐待は、状況

の深刻度によって、緊急事態、要介入、要見守り

支援との３つのレベルに分かれていますが、こう

した状況で広域連合として高齢者虐待にどのよう

な対応を行っているのか、また全体の件数はどう

なっているのかをお聞きします。 

 次に、介護職員の人材確保についてお聞きいた

します。 

 介護現場は深刻な人手不足で、2024年度から３

年間の介護報酬の改定では、職員の賃金底上げを

重点課題としたのが特徴となっています。これま

で介護職員の平均賃金は全産業平均より約７万円

低いとされています。今回の処遇改善については、

令和６年度介護報酬改定において、全体の1.59％

を増額するうち、わずかですけれども、0.98％分

を介護職員の賃上げに充てることとされました。

本当にわずかな賃上げということでありますけれ

ども、上がったほうがいいわけでありまして、広
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域連合として介護職員等の賃上げが図られ、それ

がどのようにされたのか確認を行うのか、お聞き

をいたします。 

 次に、能登半島地震を受けて介護施設の避難訓

練はどうされているのか。 

 これも主体は市町が対応ということになってお

りますが、広域連合として避難訓練の状況を把握

できているのか、お聞きします。 

 以上、介護関連の総括質問とし、後は一問一答

でさらに質問をいたします。 

 次に、消防関係で、火災時に消火に駆けつける

とき、消防車は現在年々大型化しています。管内

どの市町にも戦災に遭わず、狭い道路と言われる

狭隘道路や住宅密集地での狭い道路の箇所があち

こちに見かけられます。火災出動で現場付近の道

路が狭隘の場合、どのような対策を取っておられ

るのか、お聞きします。 

 次に、消防局管内の幼少年消防クラブについて

お聞きします。 

 このクラブは、幼稚園生や小学生を対象に、幼

少年期の防火意識と火災予防の啓発を目的として

発足していますが、現状はどうなっているのか。

少子高齢化社会で消防団加入促進もままならない

中で、非常に大きな役割を持っていると思われま

すが、どのなっているのか、お聞きをいたします。 

 次に、コンプライアンスの研修についてお聞き

します。 

 過日、自衛隊におけるセクハラが大きく報道を

されました。また、パワハラについてもなかなか

なくなりません。ましてや住民の生命、財産を守

る消防隊員のコンプライアンス、つまり法令遵守

は言うまでもありません。つい最近も大町町役場

の課長の飲酒運転が報道されていましたが、情け

ないというか、たった１人のために全体が信用失

墜となります。 

 こうしたことから、広域消防局では各種ハラス

メントの対応とコンプライアンスの研修がどのよ

うにされているのかをお聞きし、消防関係の総括

質問とします。 

 後は一問一答でさらにお聞きをいたします。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 初めに、高齢者虐待が発生した場合の本広域連

合における対応についてお答えいたします。 

 高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援

等に関する法律、いわゆる高齢者虐待防止法にお

きましては、高齢者虐待とは、高齢者の家族等の

養護者による虐待及び要介護施設従事者等による

虐待と定義されております。この法律では、虐待

への対応は、基本的に構成市町が行うようになっ

ておりますが、本広域連合のような介護保険者の

対応も定められております。 

 まず、養護者による虐待の場合につきましては、

市町が地域包括支援センターの職員に立入調査を

させることができるようになっていること。市町

が介護保険者などの関係機関との連携協力体制を

取ることなどが定められております。こちらは主

に市町が中心となって対応することになっており、

虐待による養護者との分離措置等も市町が行って

おります。 

 この養護者による虐待の件数は、令和３年度が

17件、令和４年度が10件となっております。 

 次に、要介護施設従事者等による虐待の場合に

つきまして、介護保険法に基づき運営指導や監査

等の権限を適切に行使することとなっており、介

護保険者等の対応が定められております。よって、

本広域連合は、主に要介護施設従事者等による虐

待への対応を行っており、市町と情報共有をしな

がら、必要に応じて合同で介護施設等に立ち入り、

運営指導や監査を実施しております。 

 この要介護施設従事者等による虐待の件数は、

令和３年度が13件、令和４年度が７件となってお

ります。 

 次に、２つ目の介護職員に対する処遇改善加算

を確認する仕組みについてお答えいたします。 

 本広域連合が指定した介護サービス事業所等を

運営する法人において、介護職員等に対して処遇

改善を行う場合には、年度当初の４月頃に処遇改

善の計画書を提出していただきます。また、翌年

の７月頃に、その実績報告書を提出していただく

ことで、処遇改善の状況を確認しております。こ

の計画書や報告書では、職員個人の具体的な処遇

改善の状況までは把握できませんが、事業所に対
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して運営指導を行う際に、必要に応じて職員の給

与明細等を確認しております。 

 次に、３つ目の介護施設の災害に対する避難訓

練実施状況の把握についてお答えいたします。 

 介護施設におきましては、介護保険法等の関係

法令において、防災に関する計画として、非常災

害対策計画の作成や計画に基づき避難訓練を実施

することが義務づけられております。このことか

ら、介護施設への集団指導の際に、計画の作成と

避難訓練の実施が義務づけられていることを周知

しております。また、介護施設に対して行う運営

指導では、計画の作成状況や避難訓練の実施状況

を確認しております。 

 以上でございます。 

○消防副局長兼警防課長（實松孝明） 

 火災発生場所までの道路が狭い場合、消防車両

の進入が困難となります。この対策といたしまし

ては、消防署員による管内の地理調査と運転技術

の向上を目指した運転訓練の実施による対策を

取っています。 

 まず、地理調査につきましては、各消防署にお

いて、年度初めに管内で消防車両が通行できない

道をできる限り把握するために、実際に職員が現

場に赴き、道幅の狭い道路を調査しています。調

査後は、指令センターの地図データに消防車両が

通行できない場所を入力していますので、出動時

に消防車両専用のナビゲーションシステムに送ら

れてくる現場までの順路を示した地図で通行でき

ない場所が確認できます。 

 また、狭い道路や住宅が密集している地域に加

え、水利が不便な地域においては、火災発生時に

迅速で効果的な消防活動ができるよう事前に消防

活動の計画を策定するといった対策を取っていま

す。 

 次に、運転訓練ですが、各消防署の敷地内に模

擬的な訓練コースを設置し、そこを走行したり自

動車学校を借用した訓練を実施したりしています。 

 また、運転技術だけではなく、同乗者による車

両誘導の訓練も随時行っています。 

 以上でございます。 

○予防課長（谷口英也） 

 私のほうからは幼少年消防クラブについてお答

えします。 

 幼少年消防クラブは、昭和25年、当時の国家消

防庁、現総務省消防庁の通知によって全国的にス

タートしております。幼少年期における防火意識

の高揚と火災予防の啓発を目的に始まっており、

その後の消防活動の発展とともに、現在では火災

だけではなく、防災全体に関わりを持つものと

なっております。 

 総務省消防庁では、幼年消防クラブについて、

主に９歳以下の児童を対象としたクラブ、また少

年消防クラブについては、10歳以上18歳以下の少

年少女を対象としたクラブであることとなってお

ります。 

 本局では、幼稚園、保育園で構成されたクラブ

を幼年消防クラブ、また小学校、地域子供クラブ、

少年スポーツ団体で構成されたクラブを少年消防

クラブとしております。 

 令和５年４月１日現在、幼年消防クラブが76ク

ラブ、4,607人。少年消防クラブが４クラブ、189

人となっております。 

 以上でございます。 

○消防副局長兼総務課長（柿内信一郎） 

 私からは、初めに消防局におけるコンプライア

ンスの研修についてお答えします。 

 本局では、佐賀広域消防局人材育成計画に基づ

く職員研修計画により、コンプライアンスだけで

なく、メンタルヘルスやマネジメントなど、階級

や役職に応じた研修を毎年７回程度実施しており

ます。令和５年度は、現時点において６回の研修

が終了し、残り１回の研修を今月末に実施する予

定であり、全ての研修の受講者数は延べ495人を

予定しております。 

 次に、パワーハラスメント、セクシャルハラス

メントなどの各種ハラスメントへの対応について

お答えします。 

 先ほど説明させていただきました各種研修にお

きましても、ハラスメントに関連する部分が多く

ございますので、講師等、研修内容を決める際に

は、可能な限りハラスメントに関連性を持たせた

内容とすることを心がけているところであります。 
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 また、研修以外におきましても、ハラスメント

防止については、消防局長が就任時に佐賀広域消

防局ハラスメント防止宣言を行い、意思の明確化

を行うとともに、職員への周知徹底を図っている

ところであります。 

 この防止宣言は、管理監督職員はもとより、職

員全員がハラスメントへの意識の向上及び防止に

向けて取り組み、風通しのよい働きやすい職場、

環境づくりに努めることとしております。 

 さらに、年２回のハラスメント撲滅推進会議を

開催しているほか、ハラスメントに対する通報相

談窓口の設置に加え、本局が委託契約しているオ

ンラインカウンセリングの窓口を紹介するなど、

ハラスメント撲滅に向け積極的に取り組んでおり

ます。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 それでは、質問をさせていただきます。 

 まず、介護のほうですが、要介護施設で従事者

等による虐待が発生した際は、広域連合として市

町との連携による対応と、さらに実績はどうなっ

ているのか、質問をいたします。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 市町との連携により、要介護施設従事者等によ

る虐待が発生した際の対応件数の実績でございま

すが、令和３年度はゼロ件、令和４年度に４件の

案件について対応しております。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 そこで、令和３年度ゼロ件、令和４年度に４件

ということでありますけれども、このように市町

と連携による対応した案件で、どのような事例が

あったのか、質問をいたします。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 具体的な事例でございますが、まず、虐待の状

況といたしまして、車椅子に座った際に、正当な

理由がなく拘束帯を装着されるなどの身体的虐待、

あと夜勤中のケアが適切になされていないなどの

ネグレクトなどがございます。 

 これらの虐待が発生した要因といたしましては、

施設職員に身体的拘束の行為が虐待に該当すると

いう認識が不足していたことや、ほかの職員が不

適切なケアを確認しても、施設内における相談対

応の体制が整備されていなかったことなどが上げ

られます。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 そこで、介護保険施設で虐待の疑いが生じた場

合、広域連合ではどのような指導、助言を行って

いるのか、お聞きいたします。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 本広域連合が指定した介護保険施設等において

虐待の疑いが発生した場合でございますが、市町

と本広域連合との間で情報を共有しながら随時連

携して対応することになります。この場合、本広

域連合といたしましては、介護保険施設等に対し

て、虐待が疑われる内容や状況に応じて運営指導

や監査を実施いたします。その結果、問題があっ

た場合には、介護保険施設等に対して改善に向け

た指導や助言を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 そこで、私は非常に問題意識持っているのは、

過去、指導や助言を行った施設で、その後の指導

はどうしているのかという問題意識なんです。つ

まり過去に指導をしたけれども、この法律が制定

されて18年たっていますけれども、またぞろ起こ

すのであれば、何らかの指導などを行ったのかと

いうことになります。そういうことから、再発防

止のためのフォローアップ、一度指導助言をした

ところはもう二度と起こさないというようなフォ

ローアップをどのように行っているのか、質問い

たします。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 虐待のあった介護保険施設等に対する再発防止

策としまして、通常、運営指導は６年に１回行う

こととしておりますが、次回の運営指導を早期に

実施することとしております。その際、虐待発生

時の問題点の改善を含め、人員の基準や運営基準

で満たされているか、適正なケアを提供している

かなどを確認しております。 

 また、令和６年度から介護保険施設等には、虐
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待の発生またはその再発を防止するための委員会

の開催や指針の整備などが義務づけられますので、

これらの整備や実施状況も確認してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 ぜひそこら辺は強化していただきたいと思いま

す。 

 そこで、総括質問の中でもお聞きしましたけれ

ども、今回、介護職員の処遇改善、0.98％の僅か

な賃上げが出されているわけですけれども、さて、

これ上がったところで格差はなかなか解消しない

ということは分かっているんですが、しかしなが

ら、何としてもやっぱり処遇改善しないと人材確

保はできないというのははっきりしているわけで

ありまして、介護職員からの処遇改善における相

談窓口、こういうところについては、どのように

広域連合として対応されているのか、質問をいた

します。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 介護サービス事業所等に従事する介護職員から

本広域連合へ相談があった場合の対応でございま

すが、まずは相談内容を詳細に聞き取って状況を

確認いたします。相談内容が対象の介護職員へ配

分していないなど、処遇改善加算の条件に合わな

い場合には、その事業所に対して、帳簿、書類等

の状況確認などの運営指導を行っております。 

 また、賃金未払いの可能性があれば、労働基準

監督署に案内することとなります。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 ぜひそういう相談窓口というですか、しっかり

していただかないと、もう本当に人材が確保でき

ない、離職される方が今でもなかなか後を絶たな

い。もともと賃金が安い、きついという職場環境

ですので、ぜひお願いしたいと思います。 

 そこで、総括の中でもお尋ねしましたけれども、

能登半島の地震を含めて、介護施設に対して広域

連合として、災害時の避難マニュアルなどの整備

はちゃんとされているのか、指導をされているの

か、その点について質問をいたします。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 介護施設におきましては、災害時における避難

場所や避難経路、避難方法などを定めた避難マ

ニュアルである非常災害対策計画を整備すること

が義務づけられております。そのため介護施設を

対象にした集団指導において、計画の作成を周知

しております。 

 また、本広域連合においては、介護施設に対す

る運営指導において、計画の整備状況を確認して

おり、未整備の場合には整備するように指導をし

ております。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 広域連合としても市町と連携しながら、総括で

質問した内容については、ぜひ指導体制を強化し

ていただきたいということでお願いします。 

 以上で介護に対する質問、一問一答を終わらせ

ていただきます。 

 次に、消防での一問一答に移ります。 

 まず、総括で質問しましたように、現場で消防

車が進入できない地域での火災について、どのよ

うな活動をされるのか、質問をいたします。 

○消防副局長兼警防課長（實松孝明） 

 迂回ができず進入もできない場合は、可能な限

り現場に近い場所に消防車を停車させ消火活動を

開始します。その場所からホースを延長し、隊員

が空気呼吸器などの必要なものを持って火災現場

へ向かい、消火活動に当たります。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 そこで、車両が進入できない現場で火災等が起

こったというときに、先ほど言われたように、

ホースの延長等で対応されるということでありま

すが、早期の状況把握にドローンが有効であると

いうふうに思うんですが、火災時のドローンの活

用はあるのかないのか、質問をいたします。 

○消防副局長兼警防課長（實松孝明） 

 消防車両が進入できない場所での火災について

は、それまでの地理調査や地図データなどによっ

て道路状況はある程度把握できていますので、火

災初期において、ドローンはあまり活用はしてお
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りません。しかし、例えば、林野火災など、車両

停車位置から火災現場まで相当な距離がある場合

や火災が広範囲に及ぶ場合は、初動時であっても

状況把握にドローンを活用する場合もあります。 

 また、地震や土砂崩れなどで通行できなくなっ

ている場合、現場や早急に周囲の状況を確認する

必要がある際には、ドローンの活用は大変有効で

あります。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 火災時は、消防車両が最低２台、３台ですかね、

出動されますけれども、こういう道が狭い狭隘な

道路もあるというときには、ナビであらかじめ分

かっているとはいえ、消防車両、今非常に大型化、

高度化されていますけれども、コンパクトな消防

車両もあってもいいんじゃないか。そのほうも有

効活用できるんじゃないかと思うんですが、今後、

車両の小型化という考えはないのかどうか、質問

いたします。 

○消防副局長兼警防課長（實松孝明） 

 消防車両をより小型化できれば、狭い道路に進

入できるだけでなく、運転に関しても大型のもの

より容易になり、安全運行にもつながるため、消

防車はできるだけ小型化することが理想であると

考えております。これまで導入した車両について

も、できる限り小型化に努めてきたところではあ

りますが、消防車両には隊員を乗せ、各種資機材

も積載する必要があるため、小型化はなかなかで

きていないのが現状です。 

 今後は、消防車両の小型化を図れるように、こ

れまで消防車両に積載していた各種資機材の内容

と積載方法の見直しを図るなどの検討をしていき

ます。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 ぜひそういう部分も検討をお願いしたいと思い

ます。 

 次に、幼少年消防クラブについて一問一答を行

います。 

 総括答弁の中で幼稚園や保育園などの幼年クラ

ブ4,600人程度、それから10歳から18歳までの少

年消防クラブが189人ということですが、これは

非常に広域連合の管内の規模からいうと、少ない

なというのが正直なところですが、この幼少年消

防クラブについての活動内容はどういったものか、

質問をいたします。 

○予防課長（谷口英也） 

 活動内容につきましては、各消防署で開催する

行事や各市町のイベントに参加していただき、火

災予防の啓発活動を行っていただいております。

その一部を御紹介しますと、大和町防火のつどい

において、幼年消防クラブ員の皆さんがミニ消防

自動車を使ったミニポンプ操法を実施しており、

多くの方の関心を集めております。また、住宅用

火災警報器の設置、維持管理の広報活動を大型商

業施設で行っていただきました。 

 次に、少年消防クラブでは、佐賀県消防学校で

開催されている少年消防クラブ員防災研修に参加

してもらっております。また、佐賀広域消防局防

災学習広場や防災に関する施設を視察し、火災及

び防災に関する知識を深めていただいております。 

 そのほか、神埼市などが主催されている吉野ヶ

里ロードレースでは、少年消防クラブ員に火災予

防のビブスを着用して参加していただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 この質問のときにヒアリングで聞きましたけれ

ども、幼年消防クラブ、幼稚園、保育園など76ク

ラブで4,600人ですね。それから少年消防クラブ、

10歳から18歳までは４クラブの189人ということ

でありました。これからいえば、佐賀広域管内で

幼稚園、保育園の数は幾らあるか。とても76ぐら

いの話じゃないです。また、小学校だけでも４ク

ラブ、189人と、いかに少ないかということであ

ります。私がそれを問題視しているのは、子供た

ちがこの目的であったように、防火意識、火災予

防の啓発を目的として子供たちにこういう活動を

していただいているということでありますけれど

も、そこからいうと極めて少ないというのが正直

なところであります。 

 そこで、この子供たちが活動のとき、何かわく
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わくするような格好いいなと思われるような服装

とか、そういうものを貸与しているのかどうか。

そういう子供たちが格好いい、わくわくするなと

いうものがないと、幼少年消防クラブは発展しな

いんではないかと思われますが、どのようなもの

を用意しているのか、質問いたします。 

○予防課長（谷口英也） 

 火災予防などの行事に参加していただくときに、

幼年消防クラブには防火はっぴを貸与しておりま

す。また、少年消防クラブには火災予防のビブス

を貸与したり少年消防クラブ員手帳を配布したり

しております。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 努力されていることは一定理解はしますが、

やっぱり子供たちである以上は、格好いいとか、

わくわくするというところがないと、なかなかス

ポーツもそうですけれども、格好から入っていく

というところもありますので、検討していただき

たいと思いますが、そういうことで予算関係がど

うなっているのか、質問をいたします。 

○予防課長（谷口英也） 

 令和５年度、幼少年消防クラブに係る予算は約

137万円となります。主な内容としましては、各

種行事及びイベントに参加していただいたクラブ

への謝金や防災啓発の記念品を配布しております。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 137万円ですか、予防課で頑張っていただいて、

予算をもう少し増額してもらうように、そして子

供たちがどういうものが格好いいとか入りたいな

と思われるようなものを聞いて、少しは局内で検

討していただいて、さらに幼少年消防クラブが発

展するように努力していただきたいというふうに

期待をいたします。 

 次に、最後の部分で消防局のコンプライアンス

について質問をいたします。 

 本当にこの消防局の隊員の皆さんというのは、

使命感が強くて、住民の生命、財産を守るという

ことで一生懸命頑張っておられます。ただ、行政

組織もそうなんですが、一人でもこの法令遵守を

守らない職員がいると、全体の信用がなくなって

しまうという、期待がある反面、裏切られたとき

の信用失墜というのは大きいです。そういう意味

から、コンプライアンスの徹底に向けた取組とい

うことについて、再度質問をいたします。 

○消防副局長兼総務課長（柿内信一郎） 

 コンプライアンスの徹底に向けた取組について

お答えいたします。 

 消防職員は公務員であることから、全体の奉仕

者としての自覚の下にコンプライアンスを意識す

る必要があります。先ほどお答えしました研修以

外に様々な機会を捉え、職員に対して文書による

コンプライアンスの周知、徹底を図っているほか、

所属長や上司による直接的な指導を行っておりま

す。今後も引き続き消防局全体としてコンプライ

アンスの徹底に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○諸泉定次議員 

 最後になりますけれども、やっぱり今でもそう

なんですが、市民から信頼されている消防局であ

ります。それだけにそういう法令遵守をきっちり

認識して対応される。また、世代間の認識の若干

の差というのもあるんではないかなというふうに

思いますし、あまり言いたくないんですけれども、

今の国会なんか聞いていると、これでちょっとあ

まりにもお粗末過ぎて、こういうのが蔓延したら

とんでもない社会になってしまいますので、ぜひ

市民から信頼され、頼りにされる消防局を目指し

ていただくことを大いに期待して、私の質問を終

わらせていただきます。ありがとうございました。 

◇議長（重松徹議員） 

 皆様に御報告いたしますけれども、12時を過ぎ

ておりますが、広域連合一般に対する質問を続け

たいと思います。 

○山下明子議員 

 佐賀市の山下明子です。最後の一人となりまし

た。昼休み抜きでございますが、よろしくお願い

いたします。 

 まず、通告しております２つのテーマで質問い

たしますが、まず、災害時の広域連合の体制につ

いてということです。 
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 能登地震の発生で、これまでにも阪神大震災、

東日本大震災、熊本地震と、大きな災害が続いて

いて、災害対応に関しては試行錯誤を繰り返しな

がらも、様々な取組が進められてきたにもかかわ

らず、災害の地域的な条件、ありようによって、

いろいろな課題に直面しているのが現実と言えま

す。その中で、行政機能がストップしてしまう事

態も今回の能登地震の中でも見受けられました。

これまでの広域連合議会における災害対応の問題

は、広域消防の分野でやり取りをしてきましたけ

れども、行政面での対応について、改めてただし

たいと考えました。 

 そこでまず、大規模な災害が発生した場合に、

佐賀中部広域連合として、どのような体制でどの

ように対応するのか。また、構成市町のような防

災計画やＢＣＰ事業継続計画などは策定されてい

るのか、お答えください。 

 次に、佐賀消防署西分署の立地場所の問題と今

後の対応について伺います。 

 昨年秋、消防委員会の管内視察に委員外議員と

して同行させていただき、佐賀消防署西分署の状

況を拝見しました。施設の老朽化による雨漏りや

40年前の建設当時は周りは水田に囲まれていまし

たけれども、今ではすぐそばに民家が迫っていた

り、何より西部環状線との交差点近くにあるため、

朝夕の渋滞時に消防や救急隊の出動がやりにくい

のではないかと改めて懸念しております。広域消

防局として、西分署の現状と課題をどのように認

識されているのかをまず伺い、総括質問といたし

ます。 

○総務課長兼業務課長（副島淳一） 

 佐賀中部広域連合事務局としての防災計画、業

務継続計画ＢＣＰ対応についてお答えいたします。 

 構成市町では、大規模災害に備えて、それぞれ

の地域防災計画を作成されていますが、本事務局

につきましては、圏域内の介護保険制度の円滑な

運営のための業務を行う組織であり、防災計画の

策定を行う対象ではございません。ＢＣＰにつき

ましては、策定が義務づけられているものではあ

りませんが、今年度末の策定に向けて、現在、検

討を進めているところです。 

 このような状況ですので、体制、対応につきま

しては、分署化されたものではございませんが、

大きな地震等が発生した場合は、事務局長を本部

長とする災害対策本部を設置し、関係機関との連

絡調整や職員の動員などの対応を行うことを想定

しております。 

 本事務局の役割としましては、介護保険制度の

運営ですので、まずは職員の参集、地域の状況の

把握等を行い、介護サービスの継続のために優先

度の高い業務から取り組んでいくことになると考

えております。 

 以上でございます。 

○消防副局長兼総務課長（柿内信一郎） 

 佐賀消防署西分署の現状と課題についてお答え

いたします。 

 佐賀消防署西分署につきましては、昭和58年、

当時の佐賀市消防本部西分署として竣工し、運用

を開始しております。その後、平成12年に佐賀広

域消防局を発足し、現在の佐賀消防署西分署と

なっております。佐賀広域消防局では、平成31年

４月に策定した公共施設等総合管理計画に基づき、

長期的な視点をもって施設の長寿命化や更新等を

行っていくこととしております。 

 しかしながら、西分署の庁舎につきましては、

竣工から40年以上が経過し、建物全体の老朽化が

著しく、経常的な改修を必要としており、さらな

る長寿命化を図ることが困難な状況となっており

ます。竣工当時は、住宅も少なく、田畑が広がる

地域でございましたが、今は周辺環境がさま変わ

りし、庁舎が面する道路では交通量も大変多くな

り、朝夕の時間帯には車の列で渋滞が発生する状

況にございます。 

 また、職員は24時間体制で勤務しておりますの

で、執務環境を充実させる必要がございます。建

設当時とは求められる執務環境も変わっており、

特に仮眠室につきましては、職員が仮眠を取るだ

けでなく、職員間の感染防止対策を含めた個室化

への改修が必要となりますが、現在の建物では狭

いため、改修が困難な状況にございます。 

 さらには、敷地も狭く、実践的な訓練を行うス

ペースがなく、住宅とも隣接しているため、大き
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な声を出すような訓練も控えているのが現状であ

ります。 

 以上が佐賀消防署西分署の現状と課題でありま

す。 

 以上でございます。 

○山下明子議員 

 それでは、災害時の広域連合の体制について一

問一答をさせていただきます。 

 ＢＣＰ業務継続計画については、今、検討中で、

本年度中に策定をする予定だということで、絶妙

なタイミングだったかなと今ちょっと思ったんで

すが、職員の参集のことが述べられました。もち

ろん災害時には構成市町でも災害対応を行われる

わけで、派遣職員の方たちは広域にわたっておら

れますね。多久から吉野ヶ里までという大変広域

なところからの勤務ということになるわけですが、

そういう場合、連合と派遣元の市町との関係はど

うなっていくのかということについて具体的に伺

います。 

○総務課長兼業務課長（副島淳一） 

 構成市町からの派遣職員と構成市町との関係に

ついてお答えします。 

 大きな災害が発生した場合には、各市町はそれ

ぞれの地域防災計画に基づいて対応されると思い

ますが、この災害対応職員につきましては、本事

務局に派遣されている職員は含まれないことに

なっております。本事務局職員は、事務局の業務

継続に尽力することが原則となりますが、構成市

町からの派遣職員の動員について相談があれば、

災害の状況や職員の参集状況に応じて調整をする

ことになると考えています。 

 構成市町との関係につきましては、以上でござ

います。 

○山下明子議員 

 災害の規模だとか状況によっては派遣元の市町

から相談があれば対応することもあると思うけれ

ども、原則としては事務局に集中するということ

ですね。 

 それで、介護事業所との関係についても伺いた

いのですが、先ほど諸泉議員のほうから介護施設

の避難訓練や避難計画のことも出されておりまし

た。この連合の目的というのは、介護保険の円滑

な運営を進めることが最大の目的とおっしゃった

わけで、当然それは認定とともに給付ということ

も出てくるでしょう。だから、認定調査委員会が

ちゃんと機能するかとか、サービス給付に関して

は事業所の状況がどうなっているかということも、

当然、連合としてつかむべき内容であるのではな

いかと思いますが、そういう点での介護事業所と

の関係については、どのように考えておられます

でしょうか。 

○認定審査課長兼給付課長（金子健一） 

 介護施設と事業所との関係についてお答えいた

します。 

 介護施設と事業所においては、災害が発生した

場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供で

きる体制を構築するという観点から、令和５年度

末までにＢＣＰの策定が義務づけられています。

よって、本広域連合では事業所に対する運営指導

や集団指導において、ＢＣＰの作成状況の確認や

策定に向けた支援を行っております。 

 また、災害が発生した場合は、事業所は県の地

域防災計画に基づき、県や市町に対して被災や避

難状況といった報告等を行うことになりますが、

本広域連合としましては、県や市町との間で情報

を共有し、連携して対応していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○山下明子議員 

 事業所に対しては、もともと令和５年度末、つ

まり本年度末までにＢＣＰの策定が義務づけられ

ているということで、その策定の指導援助もされ

ているという中なので、当然、指導する側として

もＢＣＰ持っておかなあかんよねということでの

策定でもあるのかなと思いますが、そうなってく

ると、当然、業務継続という内容が連動してくる

と思いますので、より具体的にどんなことが起き

たら、どうしなきゃいけないかというのは、本当

になるべく具体的に書き上げていくといいますか、

そういうことが必要なんだろうと思っております

ので、そこはぜひ検討の中で濃密に頑張っていた

だきたいなと思っております。 
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 一方で、円滑な介護運営といった場合に、膨大

なデータをお持ちだと思います。そのデータが能

登の地震でもいろいろなことが長期の停電で動か

なくなったというふうなことで、そういう行政面

でのネックが出てきたというふうにもちょっと聞

きますけれども、そうした点で、商工ビルの事務

局の建物自体がどうなっているのかとの関係にも

なるかと思いますが、データのバックアップ体制

というのは、どのようになっているんでしょうか。 

○総務課長兼業務課長（副島淳一） 

 本連合で運用している介護保険システムのデー

タにつきましては、月曜から金曜まで毎日磁器

テープにバックアップを行い、１週間分のデータ

を１セットとして４セット保有しております。こ

のバックアップデータは、外部の耐震性、耐火性

の高い建物の専用保管庫で保管しており、万が一

の災害に備えております。大規模災害により本広

域連合内で保管しているデータが使用できなく

なった場合には、そのバックアップデータを用い

て復旧作業を行う予定です。 

 以上でございます。 

○山下明子議員 

 ちょっともう一回確認ですが、４セット保管さ

れているというのは、全部商工ビルの建物の中に

ということではなく、別のやり方でということで

すか、ちょっとそこの確認をもう一度。 

○総務課長兼業務課長（副島淳一） 

 ４セットあるうちの２セットを外部のより耐震

性、耐火性の高い建物に保管しております。 

 以上です。 

○山下明子議員 

 バックアップ体制は一応できているということ

でした。それで、ＢＣＰ策定の最中ではあると思

いますが、最初に言われた職員の参集体制ですと

か、それから介護事業所の把握など、計画を立て

ても平時からの訓練を体験していないと、なかな

か体がさっと動かないということもあり得ると思

いますし、本当に突然のこと、地震などは本当に

突然、１月１日の夕方の団らんの時期だったりす

るし、今起きるかもしれないという、そういうこ

とですので、特に派遣職員の方も人事異動で替

わっていくこともありますので、今年度策定して

も、策定した人は来年度はおられないなどという

ことにもなるかもしれません。ですから、ある程

度、毎年とかちゃんと時期を決めて訓練が必要な

のではないかと思います。例えば、佐賀市で総合

防災訓練をするときに、広域消防は広域消防とし

て参加をしていただいたりしておりますが、そう

いうことのような感じです。要するに広域連合の

事務方の部分でも連携した平時の訓練ということ

を、どういうことができるかということは考えな

くてはいけないと思いますが、連絡体制であると

か事業所との関係だとか、それから参集の情報だ

とか、そういうことに関して訓練が必要だと思い

ますけれども、その点については検討されている

でしょうか。 

○総務課長兼業務課長（副島淳一） 

 新聞報道等により、災害に際しては、平時の訓

練の効果が認められているところでございますの

で、現在、策定中のＢＣＰが実際の災害時に機能

するように平時の訓練等の実施について検討して

まいります。 

 以上でございます。 

○山下明子議員 

 ぜひそういう方向で実現していきますように期

待いたします。この点については結構です。 

 続いて、消防の西分署の件について伺います。 

 結構シビアな課題が述べられていたと思います。

老朽化に伴ってということと同時に、これは本当

に雨漏りしていましたし、個室もできていないし、

それをしようと思っても、なかなか大変というこ

とも言われました。一番感じたのは、本当に交通

渋滞の部分です。朝夕のラッシュのときに車線が

３車線になっているから、私は西に行くほうも結

構大変だとは思うんですが、そこはゼブラ、駐停

車禁止ということで標示されていますけれども、

本当に３車線になると、ごちゃごちゃになって、

なかなか左折ということも難しい。左折した後に

西部バイパスを南下して向こうに行こうなどと

思ったら、本当に行けないみたいなことになって

しまうんではないかというふうに思いますが、こ

の交通渋滞による救急や消防の出動の影響はあっ
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ていないのかどうか、伺います。 

○消防副局長兼総務課長（柿内信一郎） 

 時間帯によって交通渋滞が発生しておりますの

で、緊急出動への影響を懸念はしているところで

はございますが、今のところ事故や現場到着に大

きな遅れが出る事案は発生しておりません。 

○山下明子議員 

 今のところ大きな遅れは生じていないというこ

とで、それはよかったねということでしかなく、

本当にそれがいつまでもそれでいいかどうかとい

うのは課題だと思っています。 

 先ほども出ましたけれども、老朽化による雨漏

りや仮眠室の個室化だとか、将来、女性消防職員

の配置といったことも考えれば、今の状態ではと

ても難しいと思います。しかも、訓練自体も本当

に一番大事な訓練のところで思い切った訓練がで

きにくいとなると、非常に西分署に配置された隊

員の方たちはストレス抱えてしまうのではないか

というふうに思いますし、消防の実働にも結局は

影響してくる問題と言えると思います。この辺で

の執務環境の改善ということ自体は急務だと思う

んですが、そこはどう考えておられますか。 

○消防副局長兼総務課長（柿内信一郎） 

 執務環境の改善が急務であることは認識はして

おります。しかし、一方で移転となれば、丁寧に

進めていく部分もございますので、スピード感を

念頭に置きながら検討を進めていきたいと考えて

おります。 

○山下明子議員 

 要するに、現状と課題から見て、現地での建て

替えは難しいというニュアンスは総括のときから

におってはきましたけれども、そこら辺はもう今

後の方向性としては、移転するしかないというふ

うに考えておられるということでよろしいんです

か。私はそうは思っておりますが。 

○消防副局長兼総務課長（柿内信一郎） 

 現地での建て替えが難しいということは十分認

識しております。課題解決のために移転を含めて、

内部で検討を進めているところであります。 

○山下明子議員 

 昨年、視察をされた消防委員会の皆さんも、ま

た私もそうなんですが、これは移転するしかない

よというのが本当に一致した意見だったわけです

よね。消防のほうも移転しないといけないんじゃ

ないかと思うと思っておられるわけですよね。そ

うすると、結局、執務環境の改善は急がなくては

いけない、でも移転は丁寧にしなくてはいけない

といったら、じゃ、どのタイミングでどうするん

だろうかと。この検討するときというのは、さあ

計画をしますよと決めてから、やわら動き出すと

いうだけでは、本当遅くなっていくと思うんです。

消防のほうも今後の方針だとか、いろいろ考えて

おられることがあるわけですから、その中に予算

を入れていかなきゃいけないとなってくると、簡

単ではないかもしれませんけれども、ただ、応急

的な施設改善でいくのか、それともとにかく早く

移転のために動くのかというところの見極めとい

うのがとても大事だと思うわけですね。その点で

は、ちょっとここは消防局長にそこら辺の見極め

に関しては伺いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○消防局長（村上正） 

 この西分署の課題につきましては、抜本的な解

決を図るためには、移転というものが効果的な方

策であると考えております。ただ、それ以外にも

いろいろと検討するものについては、多々あると

思いますので、先ほど申し上げましたとおり、課

題解決に向けた検討を今後も進めていきたいとい

うふうに考えております。 

○山下明子議員 

 すみません、局長、移転に関しては、要するに

西分署の課題解決、抜本的にというのは、移転と

いうことを言いながら、それ以外にも検討するこ

とがいろいろあるとおっしゃったんですが、それ

以外というのは、移転以外に方法があるとお考え

ということでしょうか。 

○消防局長（村上正） 

 最初から移転ありきという議論は今しておりま

せん。それ以外にも方法があるかどうか、そう

いったところも含めて、現在、検討中でございま

す。 

○山下明子議員 
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 あそこの場所を見たら、しかも、もう今ずっと

総括で課題がいろいろ出されましたよね、狭くて、

訓練もなかなかできないと、大声を上げるような

訓練も控えていますとか個室化ができないと。感

染防止対策でも個室化が必要なのにできないとか

ですよ。現状、必要なことが狭くて、この場所で

の建て替えというのは困難だと言われている中で、

移転以外に何の方法があるのかというのが、

ちょっと不思議なんですが、ほかに方法があるか

もしれないと言われる中身って、すみません、

ちょっとお聞かせくださいますか。 

○消防局長（村上正） 

 現在、内部で検討を進めているところでありま

すけれども、執行部として、まだ方針決定に至っ

ていないという状況にありますので、その点どう

か御理解いただきたいと思います。 

○山下明子議員 

 だから、方針決定に至っていないというのは分

かりますが、もう急がないかんよねと、これもう

40年たって大変ですよねということが見えている

わけですから。しかも、もし移転するとしたら、

どこがいいだろうかというリサーチなんかはしな

きゃいけないわけですよ。早くリサーチしておか

ないと、さあ決めましょうということにもならな

いので、そのリサーチだけでも早く始めるという

その気持ちはないと、本当進まない。決めてから

リサーチでは全然駄目だと思いますが、そこのと

ころはどうなんですか。 

○消防局長（村上正） 

 議員おっしゃることは重々承知しております。

先ほど副局長も答弁したように、スピード感も意

識しながらと思っておりますけれども、段階的に

いろいろ整理していく必要もありますので、そう

いったところを今整理、検討しているところであ

りますので、もうしばらくお待ちいただきたいと

思います。 

○山下明子議員 

 まだ何にも──何にもと言いませんが、なかな

か具体的に言える状況でないという状態だという

ことは分かりましたが、本当それでは駄目だとい

うふうに割と消防委員の方たちも思っていらっ

しゃるんじゃないかと思います。だから、連合長

も今聞かれて、多分、西分署も行かれたと思いま

すから、やっぱりそこら辺を見て、広域消防全体

でいろいろな施設更新を控えている中で、この西

分署の問題というのは大きな問題の一つだという

ことで、きちっと位置づけながら、移転場所のリ

サーチなど早く進めていけるような対応をぜひ考

えていただきたいし、そこは本当に消防局長とし

ても、広域連合の中でがつんと頑張って主張して

いただきたいと思います。 

 もちろん、移転するときには周辺の方たちにい

ろいろの説明だとかなんとかと、当然今までお世

話になった地域との関係とかとあるかもしれない。

それはそうなんですが、今抱えている課題をどう

解決するか、ちゃんとした消防の活動をするため

に、どうあるべきかということをぜひ考えて、早

く腰を上げていただきたいと思いますが、そこ最

後お願いいたします。 

○消防局長（村上正） 

 繰り返しになりますけれども、スピード感は常

に意識をしております。今、議員おっしゃるよう

なことも含めて、私、局長として、しっかり務め

を果たしていきたいというふうに考えております。 

○山下明子議員 

 それでは、そういう立場でぜひお願いしたいし、

連合長も今ずっとお聞きになっていましたから、

そこはぜひ気持ちをそこに寄り添っていただきま

すようによろしくお願いいたしまして、質問を終

わります。 

◇議長（重松徹議員） 

 以上で広域連合一般に対する質問を終わります。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 次の会議は２月16日午前10時に開きます。 

 本日はこれで散会します。 

午後０時34分 散 会   
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〔当日配付資料〕 

報告第１号 

諸  報  告 

○例月出納検査の報告について 

 令和５年８月16日から令和６年２月12日まで

に、監査委員より例月出納検査の結果について

下記のとおり報告された。 

 その内容は、それぞれ議員各位にその（写）

を送付したとおりである。 

記 

 ８月29日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の令和

４年度６月分） 

（一般会計・特別会計等の令和

５年度６月分） 

 ９月28日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の令和

５年度７月分） 

 10月25日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の令和

５年度８月分） 

 11月27日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の令和

５年度９月分） 

 12月26日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の令和

５年度10月分） 

 １月29日 例月出納検査結果報告について 

（一般会計・特別会計等の令和

５年度11月分） 

 
 

委員会付託区分表 

○介護・広域委員会 

議案番号 件  名 
第３号議案 令和６年度佐賀中部広域連合一般

会計予算 
第４号議案 令和６年度佐賀中部広域連合介護

保険特別会計予算 
第６号議案 令和５年度佐賀中部広域連合一般

会計補正予算（第２号） 
第７号議案 令和５年度佐賀中部広域連合介護

保険特別会計補正予算（第２号） 
第９号議案 佐賀中部広域連合特別職の職員の

報酬等に関する条例の一部を改正
する条例 

第1 0号議案 佐賀中部広域連合介護保険及び障
がい支援区分認定審査会条例の一
部を改正する条例 

第1 2号議案 佐賀中部広域連合手数料条例の一
部を改正する条例 

第1 4号議案 佐賀中部広域連合会計年度任用職
員の給与及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例 

 

○消防委員会 

議案番号 件  名 
第５号議案 令和６年度佐賀中部広域連合消防

特別会計予算 
第８号議案 令和５年度佐賀中部広域連合消防

特別会計補正予算（第３号） 
第1 1号議案 佐賀中部広域連合職員定数条例の

一部を改正する条例 
第1 3号議案 佐賀中部広域連合手数料条例の一

部を改正する条例 
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令和６年２月16日（金）   午前10時00分～午前10時06分 

出  席  状  況 

議 席 番 号 ・ 議 員 氏 名 ① ② ③ 議 席 番 号 ・ 議 員 氏 名 ① ② ③ 

１．中 島  慶 子 ○ 

－ － 

11．江 原  新 子 ○ 

－ － 

２．古 賀  公 彦 ○ 12．富 永  明 美 ○ 

３．堤    克 彦 ○ 13．山 田  誠一郎 ○ 

４．諸 泉  定 次 ○ 14．川 副  龍之介 ○ 

５．野 副  芳 昭 ○ 15．重 松    徹 ○ 

６．白 石  昌 利 ○ 16．堤    正 之 ○ 

７．古 川  輝 英 ○ 17．福 井  章 司 ○ 

８．筒 井  佐千生 ○ 18．川原田  裕 明 ○ 

９．中 島  妙 子 ○ 19．黒 田  利 人 ○ 

10．稲 葉  嵩 広 ○ 20．山 下  明 子 ○ 

【凡例】会議時間:①10:00～10:06 ○:出席 欠:欠席 

 

地方自治法第121条による出席者 

広 域 連 合 長 坂  井  英  隆 副 広 域 連 合 長 江 里 口  秀  次 

副 広 域 連 合 長 伊  東  健  吾 副 広 域 連 合 長 池  田  一  善 

広 域 連 合 理 事 荒  瀬  弘  之 会 計 管 理 者 森    留 美 子 

事 務 局 長 宮  崎  直  樹 消 防 局 長 村  上    正 

総務課長兼業務課長 副  島  淳  一 消防副局長兼総務課長 柿  内  信 一 郎 

消防副局長兼警防課長 實  松  孝  明 認定審査課長兼給付課長 金  子  健  一 

予 防 課 長 谷  口  英  也 情 報 指 令 課 長 砥  川  勇  人 

佐 賀 消 防 署 長 川  副  国  博   

 

会議に出席した議会事務局職員 

議 会 事 務 局 長 出  見  秀  人 議 会 事 務 局 参 事 副  島  淳  一 

議会事務局副局長 西  村  侯  二 議 会 事 務 局 書 記 宮  﨑  弘  充 

議 会 事 務 局 書 記 勝  見  伸 太 郎 議 会 事 務 局 書 記 倉  谷    裕 
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本 日 の 案 件 

 

 ●以下の議案に対する委員長報告、委員長報告の省略、報告に対する質疑、討論、採決 

  ○第３号議案 令和６年度佐賀中部広域連合一般会計予算 

  ○第４号議案 令和６年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計予算 

  ○第５号議案 令和６年度佐賀中部広域連合消防特別会計予算 

  ○第６号議案 令和５年度佐賀中部広域連合一般会計補正予算（第２号） 

  ○第７号議案 令和５年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計補正予算（第２号） 

  ○第８号議案 令和５年度佐賀中部広域連合消防特別会計補正予算（第３号） 

  ○第９号議案 佐賀中部広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

  ○第10号議案 佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例の一部を改正する条 

         例 

  ○第11号議案 佐賀中部広域連合職員定数条例の一部を改正する条例 

  ○第12号議案 佐賀中部広域連合手数料条例の一部を改正する条例 

  ○第13号議案 佐賀中部広域連合手数料条例の一部を改正する条例 

  ○第14号議案 佐賀中部広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

         する条例 

 ●議決事件の字句及び数字等の整理 

 ●会議録署名議員の指名（筒井佐千生議員、堤正之議員） 

 ●閉会 
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● 開  議 

◇議長（重松徹議員） 

 おはようございます。これより本日の会議を開

きます。 

● 委員長報告 

◇議長（重松徹議員） 

 日程により、第３号から第14号、以上の議案を

一括して議題とします。 

 議案を付託した常任委員会からそれぞれお手元

のとおり審査報告書が提出されていますので、委

員長の口頭での報告を求めます。〔委員会審査報

告所（39ページ掲載）〕 

○諸泉定次介護・広域委員長 

 それでは、介護・広域委員会の委員長報告を行

行わせていただきます。 

 介護・広域委員会に付託された議案の主な審査

内容について、補足して御報告申し上げます。 

 第10号議案 佐賀中部広域連合介護保険及び障

がい支援区分認定審査会条例の一部を改正する条

例について、委員より、介護保険運営協議会の定

数を40名から25名に減らすことについては、介護

保険運営協議会委員の総意なのかという質問があ

り、執行部より、介護保険運営協議会については、

以前の定数20人であったときと比べると、現在は

活発な意見交換となっていないことから、他の保

険者の運営協議会定数も参考にし、会議を行う適

性規模について介護保険運営委員会協議会で議題

とし、減らすことで承認をいただいているとの答

弁がありました。 

 これに対して委員より、適性規模と言われれば、

40人の定数を減らすことは理解するが、介護保険

特有の分野もあるので、その分野を網羅できるの

かという質問があり、執行部より定数は減らすこ

とになるが、25人の定数があれば、必要な分野か

らの選出はできると認識しているとの答弁があり

ました。 

 次に、第４号議案 令和６年度佐賀中部広域連

合介護保険特別会計予算について、委員より定期

巡回随時対応型訪問介護サービスについて、第９

期介護保険事業計画で重点的に拡大していくとの

ことだが、具体的にはどのように考えているのか

という質問があり、執行部より第９期の期間では、

神埼市、吉野ヶ里町の東部地区で整備ができるよ

うに進めていきたいと考えているとの答弁があり

ました。 

 これに対して委員より、これまで公募をかけて

きて、現在２事業所しか開設されていない状況を

考えると、整備は難しいのではないかという質問

があり、執行部より、都会では人口が密集してお

り、サービスへのニーズは拾いやすいが、地方で

はそのニーズを捉え切れず、採算が取れないと判

断されれば、事業所としても公募に応募するのは

難しいという現実はある。広域連合としては、第

９期介護保険事業計画にあるように、神埼市、吉

野ヶ里町の東部地区で整備できるように努めてい

きたいとの答弁がありました。 

 以上の審査を経て、採決の結果、第３号、第４

号、第６号、第７号、第９号、第10号、第12号及

び第14号議案については、全会一致で原案を可決

すべきものと決定しました。 

 以上で、介護・広域委員会の報告を終わります。 

● 委員長報告の省略 

◇議長（重松徹議員） 

 ここでお諮りします。 

 消防委員会については、審査報告書の提出に伴

う委員長の口頭での報告を省略したいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、消防委員会につ

いては、委員長の口頭での報告を省略することに

決定しました。 

● 報告に対する質疑 

◇議長（重松徹議員） 

 これより先ほどの介護・広域委員長報告に対す

る質疑を行います。質疑はありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。よって、委員長報告に対

する質疑を終わります。 

● 討  論 

◇議長（重松徹議員） 

 これより討論を行いますが、これまでに通告が

ありませんので、これをもって討論を終わりま
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す。 

● 採  決 

◇議長（重松徹議員） 

 これより第３号から第14号議案を一括して採決

します。 

 お諮りします。本案は委員会の決定どおり可決

することに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第３号から第14

号議案は可決されました。 

● 議決事件の字句及び数字等の整理 

◇議長（重松徹議員） 

 次に、議決事件の字句及び数字等の整理につい

てお諮りします。 

 今定例会の議決事件について、その条項、字

句、数字、その他の整理を要するものについて

は、その整理を議長に委任されたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、条項、字句、数

字、その他の整理は議長に委任することに決定し

ました。 

● 会議録署名議員指名 

◇議長（重松徹議員） 

 次に、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において筒井議員、堤

議員、この２名を指名します。 

● 閉  会 

◇議長（重松徹議員） 

 以上で今定例会の議事は全て終了しました。 

 令和６年２月佐賀中部広域連合議会定例会を閉

会いたします。 

午前10時６分 閉 会   

  



佐賀中部広域連合 令和６年２月定例会 ２月16日（金） 

 

 

- 39 - 

〔当日配付資料〕 
 

令和６年２月16日 

佐賀中部広域連合議会 

議長 重松  徹 様 

介護・広域委員会   

委員長 諸泉 定次  

介護・広域委員会審査報告書 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、

下記のとおり決定したので、佐賀中部広域連合

議会会議規則第109条の規定により報告しま

す。 

記 

議案番号 件  名 審査結果 
第３号議案 令和６年度佐賀中部広

域連合一般会計予算 
可 決 

第４号議案 令和６年度佐賀中部広
域連合介護保険特別会
計予算 

可 決 

第６号議案 令和５年度佐賀中部広
域連合一般会計補正予
算（第２号） 

可 決 

第７号議案 令和５年度佐賀中部広
域連合介護保険特別会
計補正予算（第２号） 

可 決 

第９号議案 佐賀中部広域連合特別
職の職員の報酬等に関
する条例の一部を改正
する条例 

可 決 

第10号議案 佐賀中部広域連合介護
保険及び障がい支援区
分認定審査会条例の一
部を改正する条例 

可 決 

第12号議案 佐賀中部広域連合手数
料条例の一部を改正す
る条例 

可 決 

第14号議案 佐賀中部広域連合会計
年度任用職員の給与及
び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条
例 

可 決 

  

 
 

令和６年２月16日 

佐賀中部広域連合議会 

議長 重松  徹 様 

消防委員会       

委員長 山田 誠一郎  

消防委員会審査報告書 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、

下記のとおり決定したので、佐賀中部広域連合

議会会議規則第109条の規定により報告しま

す。 

記 

議案番号 件  名 審査結果 
第５号議案 令和６年度佐賀中部広

域連合消防特別会計予
算 

可 決 

第８号議案 令和５年度佐賀中部広
域連合消防特別会計補
正予算（第３号） 

可 決 

第11号議案 佐賀中部広域連合職員
定数条例の一部を改正
する条例 

可 決 

第13号議案 佐賀中部広域連合手数
料条例の一部を改正す
る条例 

可 決 
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  地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

      令和  年  月  日 

 

 

  佐 賀 中 部 広 域 連 合 議 会 議 長    重 松    徹 

 

 

  佐 賀 中 部 広 域 連 合 議 会 議 員    筒 井  佐千生 

 

 

  佐 賀 中 部 広 域 連 合 議 会 議 員    堤    正 之 
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